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午後 ２時０２分開会 

○事務局（植田） それでは、ただいまより第４回環境社会配慮ガイドライン策定委員会を開

催させていただきたいと思います。 

 まず最初でございますけれども、前回の委員会のときに原科委員長から、ぜひＦｏＥジャパ

ンから委員をお迎えしたいということでご提案があったかと思います。きょう早速でございま

すけれども、ＦｏＥジャパンから神埼尚美様に委員としてご参加をいただいております。ご紹

介をいたします。神崎様どうぞ一言、よろしくお願いいたします。 

○神崎委員 こんにちは。ＦｏＥジャパンの神崎と申します。 

 ＦｏＥジャパンは気候変動ですとか森林ですとか、いろいろなプログラムがございますけれ

ども、私が所属しております開発金融と環境プログラムでは、海外での開発プロジェクトが住

民への被害あるいは環境への被害を起こさないようにということで活動しております。今回、

途中からの参加となりましたけれども、お声をかけていただきまして、この場に参加させてい

ただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（植田） どうもありがとうございました。 

 それでは、ここから委員長に議事の方をよろしくお願いいたします。 

○原科委員長 それでは早速、１番目の議題になりますが、ジェトロに対する環境関連の相談

事例ということで、お願いしまして、かなり詳細なデータをつくっていただきました。これに

ついてご説明いただきたいと思います。ご説明はどなたにお願いしたらよろしいですか。 

○永田部長 市場開拓部永田でございます。 

 前回の委員会におきまして、口頭で概略ご説明させていただきましたけれども、今回お手元

に資料をお配りしておりますものにつきまして、現在アジアに対して投資の関連のアドバイザ

ーを16名派遣しております。これらのアドバイザーが相談に応じました案件数が今年度４月以

降10、11月期までにおいて、３ページに書いておりますが、総件数3,422件、そのうち環境関

連のものについて検索、抽出してみました。結果がお手元の28件でございます。 

 内容につきましても前回簡単にご説明させていただいておりますけれども、基本的に相談業

務に応じております内容でございますが、そもそも投資関連ということで、その質問の内容に

ついては非常に幅広うございます。特に例えばこの種の業者を教えてもらいたい、ないしは工

業団地について一定の水の供給についてはどうなっているかというような、極めてピンポイン

トでの情報紹介、質問等が寄せられるケースが多々ございます。何を申し上げたいかと言いま

すと、投資の案件そのものをすべてジェトロの方で相談にあずかるという部類のものではござ

いませんので、念のために申し上げたいと思います。 
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 それと、この情報の中身につきましては、あくまでも環境関連の質問が出ましても、基本的

には投資アドバイザーでございますので、法令、税制等々を中心といたしまして、必ずしも環

境の専門家ではないということをご承知おきいただければと思います。原則としましては現地

法令に照らして環境関連のものが適正に行われるかという意味でのものがチェックポイントに

なるかと思います。 

（この後、永田部長よりジェトロに寄せられた環境関連の相談事例28件の概要について説明を

行った。） 

○原科委員長 どうもありがとうございました。何かご質問ございますか。 

○岡崎委員 投資アドバイザーの方々は基本的に皆さん現地にいらっしゃるわけですか。 

○永田部長 現地で常駐いたします。 

○岡崎委員 そういった方々が選定され、現地に行かれているわけですが、伺いたい点は例え

ばどのぐらいの期間現地にいらっしゃって、それから行かれるに当たって、アドバイザーとし

てご自身の経験に基づいて行かれるということが基本的に多いのだろうと思うのですが、現地

の事情は時々刻々変わっていくわけでございまして、そういったアドバイザーの皆さんが行か

れるに当たって、在任期間中に現地の事情をアップデートするための努力といいますか、施策

ですね、これについてジェトロ本部としてどういうようなお考えでやっていらっしゃるのかと

いうことをお聞かせいただきたいと思います。 

○永田部長 まず、お尋ねの第１点でございますが、投資アドバイザーは期間につきましては

大体２年ないしは３年でございます。それで、その業績等も勘案して、それから今ご指摘にご

ざいました現地のニーズの変化に対応するような形で専門家の選定ないしは変更を行っており

ます。 

 それと、アドバイザーの選定につきましては、私ども事業部、私どもの市場開拓部、それと

総務・人事が入りまして原則公募で、かつその上で最終絞り込んだ段階で面接試験を実施して

おります。 

 その際、まさにご指摘の３番目に関連いたしますが、現地においていろいろ質問、相談にあ

ずかる内容が場所によって、時期によって変わってまいります。例えば中国ですとやはり最近

流通の関係のお尋ねが多いということで、流通の経験者ということでお願いしております。そ

れで、おおむね海外に駐在の経験がおありの方、それと例えば食品なら食品、流通なら流通と

いうことで、その分野で例えば商社等に勤務をなされた方等々にお願いをしております。 

 それと、最後の、これは前回の委員会でもご指摘ございましたが、個々の情報というのはあ

る意味では汎用性といいますか、共有して一部はほかの企業さんも同じようなことを考えてお
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られる、関心を持っておられるという方に対しても情報提供という意味では、私どもの中でデ

ータベース化して蓄積するなりというようなことで、なるべくこれを収録し、かつ外に出せる

ものについては内容的には整理いたしまして、ご提供していくというような状況でございます。 

○原科委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。環境関係の相談内容、１％以下ですか、あまり数は多くない

と思いますけれども、しかし各国の、環境規制がだんだん厳しくなってきた印象はありますね。

ですからこれがやはり環境配慮だといえば環境配慮だと思います。よろしいでしょうか。 

○吉田委員 遅れてすみませんでした。 

 今の現地のオフィスというのは、そういういろんな情報を流していると思うのですが、ホー

ムページなんかである程度現地で、まずあるのかどうか、現地のオフィスが。そういうことに

対する企業投資に関する注意とかなんとか、そういうものを広報とか、現地の事務所自身がそ

の国の、例えば具体的にいって社会環境配慮に対する留意事項とかいうのを常時流しているサ

イトがある、そういうことをやっておられますか。 

○永田部長 すべての事務所においてということではございません。と申しますのは、私ども

例えば中南米、アフリカ、北欧において生じておりますが、いわゆる技術的なネットのウエブ

の機能、技術的な問題もございます。 

 それと、あとはジェトロ独自ではなくて、ジェトロがかなり現地日本人商工会議所等々と提

携するような形で、場所によっては商工会活動の事務局として機能するような形で現地への社

会貢献等々についていろいろ商工会活動の中でご紹介さしていただく、ないしは活動としてお

示しするというようなことはやっております。また一般の企業情報、関連情報といたしまして

は、ニュースとして、全てではありませんが、現地で関連情報をメールでメンバーを一応募っ

て、会員参加企業に対してメールで情報等を伝達していくというケースはございます。 

○原科委員長 あとよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 では次へ参りましょう。きょうは情報提供をお願いいたします。「国際協力銀行における環

境社会配慮ガイドラインについて」でございます。岡崎委員からご説明いただきます。 

 今日からジェトロの案件形成関連調査についての議論をいたしますので、その前にＪＢＩＣ

でどんなふうに環境社会配慮をやっておられるか、具体的に説明いただきたいと思います。準

備よろしいでしょうか。 

 それでは岡崎委員よろしくお願いします。 

○岡崎委員 それではお時間をいただきまして、国際協力銀行の環境社会配慮確認のためのガ

イドラインについてその内容を簡潔にご説明させていただきたいと思います。 



－4－ 

 冒頭、植田さんの方から資料のご紹介がございましたが、もう一部、きょう携えてまいりま

したのが緑色の表紙のレポートでございまして、これは『環境・社会行動レポート』というも

のでございます。前回の委員会でＣＳＲについて議論があったところでございますが、私ども

の銀行で作成しているＣＳＲレポートということで持ってまいりました。こちらの中にも19ペ

ージから、ガイドラインによる環境社会配慮確認ということで、私がこれからお話することと

共通するような内容が記載されておりますので、参考にしていただければと思います。 

 それではガイドラインの内容についてご説明をいたします。パワーポイントと皆様のお手元

にガイドラインそのものをお配りしてございますので、両方を併せ見ていただければと思いま

す。 

 まずこのガイドラインの前書きということで、ガイドラインそのものを開きますと１ページ

に書いてあることでございますけれども、ご案内のように、私どもの銀行は1999年10月１日に、

それ以前にございました日本輸出入銀行と海外経済協力基金、２つの政府機関が統合して誕生

した機関でございます。それぞれの機関がそれぞれのガイドラインを持っていたわけでござい

ますが、現在のガイドラインは統合されたガイドラインということで、１つのガイドラインで

国際金融等業務、これは旧日本輸出入銀行の業務、そして海外経済協力業務、これは海外経済

協力基金の業務でございますが、双方に共通のものとしてこのガイドラインを適用しておりま

す。そして、環境社会配慮確認を通じて持続可能な開発への努力に貢献するということでござ

いますが、細かいことでございますけれども、この確認という言葉でございますが、私どもが

行いますのは環境社会配慮そのものではなく、プロジェクトの実施主体が行います環境社会配

慮の内容を確認する、金融機関としてその内容を確認するということでございます。 

 また、最近ですと、ＣＤＭですとか共同実施といった京都メカニズムの手法を活用したプロ

ジェクトといったようなものもございますので、従来にも増して地球環境保全などに貢献する

プロジェクトを積極的に支援していくということを謳ってございます。 

 確認の対象は、汚染対策、自然環境、社会環境ということでございますが、このガイドライ

ンで想定している社会の意味するところでございますけれども、非自発的な移転あるいは先住

民等への人権の尊重等ということで、前回、ご紹介したように社会という言葉の意味が、最近、

特に国際金融機関において見直しが始まっているということがございます。 

 このガイドラインを策定するに当たりましては、さまざまなステークホルダーともミーティ

ングを重ねました。加えて、例えばＯＥＣＤ、日本輸出入銀行の業務ですと輸出信用部会、海

外経済協力基金の業務ですと開発援助委員会、そういった場で行われていた議論も踏まえて策

定したものでございます。 
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 次のページはガイドラインの構成、ガイドラインに何を書いてあるかという目次でございま

すので省略させていただきます。 

 基本的な方針として我々が考えておりますのは、環境社会配慮の確認、プロセスにおいて地

域住民、現地のＮＧＯを含むステークホルダーの参加の重要性を認識するということでござい

ます。それ以前、もちろん日本輸出入銀行も海外経済協力基金も独自のガイドラインを持って

いたわけでございますけれども、ややもすると融資の要請者との対話による検討によって融資

判断をしていた嫌いがなきにしもあらず、幅広くステークホルダーの参加を求めていくという

ことでございます。また、相手国の主権を尊重しながら、相手国、借入人等との対話を重視と

いうことを謳ってございます。 

 次にガイドラインの目的と位置付けでございますが、先ほども申し上げましたように、金融

機関としてのＪＢＩＣがプロジェクトの実施主体が行います環境社会配慮を確認をするための

手続が書かれております。またその判断基準、それから個別のプロジェクトのキャラクターに

よって求められる環境社会配慮というものは異なってまいりますので、それらについて書いて

います。 

 そして、これが一番重要なことだと思うのですが、あらかじめＪＢＩＣからガイドラインを

示すということによりまして、将来ＪＢＩＣからの融資を期待するプロジェクトの実施主体に

対して適切な環境社会配慮を促すということがこのガイドラインの目指すものの一つでござい

ます。 

 その基本的な考え方でございますけれども、何回も申し上げましたけれども、環境社会配慮

そのものはプロジェクトの実施主体者がやる、その確認をＪＢＩＣが行うわけでございます。

３つの段階に分けて行います。 

 １つはスクリーニング。これは後ほど触れますけれども、プロジェクトの影響や規模等に応

じましてプロジェクトのカテゴリー分けを行います。その次に環境レビューということで、い

わゆる環境社会配慮の審査、つまり確認をいたします。そして融資承諾の後のモニタリングと

いうステップに入っていくわけでございます。 

 必要な情報につきましては、借入人、プロジェクトの実施主体、相手国政府、それから国際

金融の業務の場合ですと、基本的に民間の金融機関との協調融資という形を取りますので銀行

から、そしてステークホルダーからの情報を入手いたします。実際にはカテゴリＡ案件になり

ますと、現地への視察、サイト実査、専門家の雇用ということになりまして意見を聴取すると

いったステップになります。③の借入人とプロジェクトの実施主体者、これは同一になる場合

もございますし、別々になる場合もございます。例えば金融機関が借入人になりますと、実際
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にプロジェクトを行う者、プロジェクトの実施主体者は別に存在して、そちらに融資資金が転

貸されるというようなケースもあるわけでございます。 

 適切に環境社会配慮が行われているかどうか、その確認をするための基準でございますけれ

ども、何といっても、まず現地基準を遵守しているのかどうかということが出発点でございま

す。その上で国際的な基準、これは世銀などの国際機関が設けている基準あるいはアジア開発

銀行のような地域の開発金融機関が設けている基準、あるいは日本、欧米等の先進国が設けて

いる基準、あるいはグッドプラクティス等を参考にして確認を行っています。 

 現地基準と国際的な基準に大きな乖離がある場合、最近はこういったケースはあまり多くは

ありませんし、かつてに比べますと減ってまいりましたけれども、それでも現地基準の方が非

常に低い場合がございます。国際的な基準と乖離がある場合があるわけです。その場合には相

手国やプロジェクト実施主体者等との対話を通じて背景等を確認して許容できるような理由が

あればそのままやるでしょうし、さらに対策が必要な場合にはそういったことの実施を要求す

る。そうした行為の結果、適切な環境社会配慮がなされていないと私どもが判断した場合には、

意思決定として融資は行わないということもあるわけです。 

 実際の環境社会配慮の手続でございますけれども、スクリーニングという行為、これはスク

リーニングフォームというものがガイドラインの24ページにございます。この24ページにある

スクリーニング用のフォームを借入人ないしプロジェクトの実施主体からなるべく早く徴求し

て、プロジェクトのカテゴリ分けを行います。ここでは日本語で書かれておりますけれども、

もちろんプロジェクトの実施主体が海外の場合が多くなりますので英語の場合が多いわけです。

もっとも日本企業が海外で投資をする、あるいは貿易取引を行うといった場合には日本語で出

てくる場合もございます。 

 そして、スクリーニングフォームに基づきまして、私どもはまず営業部の方でカテゴリ分類

の案をつくる。その案の分類でございますけれども、Ａ、Ｂ、ＣそしてＦＩというのがござい

ます。 

 カテゴリＡというのは、重大で望ましくない影響のあるプロジェクト、Ｂ、Ｃと、おおむね

影響の度合いに応じてカテゴリ分けをします。カテゴリＦＩというのは、これは融資供与の段

階ではまだプロジェクトが具体的に決まっていないツーステップローンのような場合に適用す

るものでございます。こ例えば日本企業がある機器を輸出したいといった場合に、その決済に

必要な資金をあらかじめ途上国の銀行にクレジットラインで供与するといったようなケースが

ございます。そういたしますと、潜在的なニーズとして融資規模は把握できますけれども、具

体的なビジネスというものはそのクレジットラインの供与を受けて動き出すということで、そ
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のプロジェクトごとにカテゴリ分けをしてまいるということがあります。従いまして、そうい

った場合にはカテゴリＦＩというカテゴリ分けになります。 

 それぞれのカテゴリ分けに応じまして環境レビューのやり方は異なってまいります。注目さ

れる案件はどうしてもカテゴリＡになるケースが多いわけでございますけれども、先ほどの

『環境・社会配慮レポート』の20ページにカテゴリー別の融資承諾案件の割合の推移というデ

ータがございます。国際金融等業務ですとカテゴリーＡはほぼ横ばいという感じでございます

けれども、円借款ですと徐々にカテゴリＡが増えてきているわけでございますが、カテゴリー

Ａの案件、すなわち環境への重大な影響を及ぼし得る案件の場合は、環境アセスメント報告書、

ＥＩＡというものでございますけれども、これを徴求して、それに基づいてレビューを行いま

す。カテゴリＢの場合ですと、環境アセスメント報告書が取られていればそれを参考にいたし

ますけれども、必ずしもそれを求めてはいない。Ｃはそういった環境レビューという行為その

ものを必要としない点のもの。それから、先ほど申し上げましたカテゴリＦＩという場合には、

何が出てくるかわからないということでは困りますので、例えばツーステップローンの場合で

すと、金融機関に対してＪＢＩＣのガイドラインを示すということで環境社会配慮を確保して

いくことになります。 

 モニタリングでございますが、カテゴリＡ及びカテゴリＢは一定の期間モニタリングをする

ということでございます。この一定の期間ということですが、国際金融等業務と海外経済協力

業務では融資期間がかなり違います。大体、円借款ですと30年、場合によっては40年というケ

ースがございまして、30年間、まあ40～50年間もの期間に亘ってモニタリングし続けていると

いうことは大変なことでございます。そういった場合には、貸出完了後、一定の期間と具体的

にタイミングを定めてモニタリングをしていく。あるいは環境社会配慮で特に留意すべき環境

については毎年１回ないし２回モニタリングの結果を徴求することで確認していく場合もござ

います。 

 また国際金融等業務の場合には融資期間はせいぜい10年から15年ぐらいになります。こちら

の方は融資期間中モニタリングを行っております。その後、モニタリングの期間中に環境社会

配慮が十分ではないというような指摘を受けた場合に、あるいは我々がモニタリングを行った

結果としてそういった指摘を私どもとしてもし得るというような場合には、借入人に対してそ

の内容を伝えまして、適切な対応を求めるというようなことがございます。適切な対応が求め

られてない場合には、融資契約に基づいて貸付実行の停止、これは一般にただ批判があるとい

うことだけではなかなか契約上の貸出実行停止の権利を行使するというわけには参りません。

プロジェクトの特性に応じて融資契約の交渉段階で想定し得るリスクについて、貸付実行停止
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に該当する可能性があるような条項について、あらかじめ違反した場合には貸付実行を停止で

きるということを契約の中に盛り込んでおくということが必要になってきます。 

 情報公開でございますが、私どもが最終的に融資をするという契約を行います前に、スクリ

ーニング情報はすべて公開しています。また契約いたしました後は、以前に行いました環境レ

ビューの結果をウエブサイトで公開する。それからカテゴリＡの案件ですと、あるいはカテゴ

リＢでもそういう場合があろうかと思いますが、環境アセスメントの報告書につきましては、

これを借入人の国だけではなく、日本国内でも公開するということをやっています。 

 今、申し上げた内容を簡単に辿ると資料のとおりのステップなので、省略いたしますが、外

部用ホームページでＪＢＩＣの環境社会配慮に関する情報提供ということで、それぞれ融資を

検討中のもの、あるいは融資をしたものについて情報公開を行っています。 

 こういった形で情報公開を、具体的にはプロジェクトの名前、場所、カテゴリなどについて

情報公開をしています。各プロジェクトごとに、カテゴリ分けの根拠、入手している文書など

を公開をしているわけです。 

 環境レビュー結果公開のページというのは、これは環境レビュー、すなわちＪＢＩＣによる

環境社会配慮確認、その結果を公開するというものでありますけれども、ここに掲げました項

目について環境チェックレポートの形で公開します。その中身としてスクリーニングフォーム

も添付されるわけでございます。 

 それで、次に最終的な意思決定ということでございますが、環境レビューの結果はＪＢＩＣ

の意思決定に反映するわけでございます。適切な環境社会配慮がなされていないと考えられる

場合には、適切な配慮がなされるような働きかけを行う。にもかかわらず適切な環境社会配慮

が行われない場合には、融資は行わないということもございます。 

 また、借入人に対して環境社会配慮を融資期間中に亘って適切に行うためには、これは根拠

になるものを契約の中に盛り込む必要がございます。モニタリングの義務ですとか、何か問題

が起きた場合のステークホルダーとの協議ですとか、その他個別のプロジェクトのキャラクタ

ーに応じまして、貸付停止の条件などを融資契約の中にあらかじめ盛り込むように交渉を通じ

て確保するということを行います。 

 それから、これも前回ご紹介ございました、きょう別なパンフレットをお持ちしております

が、ＪＢＩＣのガイドラインがいろいろな場で紹介をされ、私自身が申し上げるのは口幅った

いのですが、取り組みとして評価されているひとつとして、ガイドラインの遵守に関しては異

議申立の制度を設けたということがございます。これは国際機関ですと、例えばインスペクシ

ョンパネルのようなものがございますが、OECDの輸出信用部会で各国の機関の事例などを聞い
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ておりますと、こういった制度を設けているところは私の承知している限りございません。こ

ういった異議申立制度を設けることで、プロジェクトの実施について、ガイドラインを遵守し

ていないのじゃないかということについては異議申立を受け付けるシステムがございます。そ

して具体的には環境ガイドライン担当審査役というポストを設け、実際の人事としても本行職

員ではなくて、外部の方にお願いしましています。現在、２人の先生にその任務をお願いして

いまして、お一方が成蹊大学法科大学院教授の安念潤司先生、もうお一方は京都大学大学院教

授の松下和夫先生ということで、一期２年、最大二期までの任期で、現在、環境審査役をお願

いしているわけでございます。 

 今まで申し上げたのがＪＢＩＣとしてのガイドラインでございますが、既にご案内のように、

私どもの機関は分離・移行も決まっているわけでございます。日本政府の決定である分離・移

行とは直接関係はないのですが、たまたまこのガイドラインを設けました平成15年10月１日か

ら５年以内にその運用状況をレビューしてガイドラインを見直すという、その５年後の平成20

年10月１日と国際協力銀行がJICAと新政策金融機関に分離するタイミングが重複いたします。

現在、新ＪＩＣＡにおけるガイドライン、これはＪＩＣＡさんにもガイドラインがございまし

て、ＪＢＩＣのガイドラインとどう統合していくのかという作業が始まっています。 

 一方で、国際金融等業務、こちらは３つの公庫、将来的には沖縄も加えて４つの公庫と統合

することになるわけでございますが、その国際業務につきましては、現在の国際協力銀行の国

際金融等業務がそのまま継承されるということでございます。国内の業務を担当しております

３つないし４つの公庫における環境社会配慮はそれぞれが実施するプロジェクトが適用される

日本の国内法規制のもとで審査が行われるということで、現在はガイドラインに当たるものが

ございません。新政策金融機関としては現在のJBICのガイドラインをベースに必要なものが策

定されることになるのではないかと思います。 

 それでは次にガイドラインの構成ということで、具体的な中身でございますけれども、第２

部として書いてありますのは、個別のプロジェクトに応じてどういった環境社会配慮確認をや

っていくのか、あるいは環境アセスメント報告書、スクリーニングに必要な情報は何か、これ

は第２部の目次でありますが、第２部にそれらについての記載がございます。 

 まずスクリーニングフォームでございますが、先ほども申し上げましたけれども、なるべく

早い段階でプロジェクトの環境レビューを行う、その前提となるカテゴリ分けを行う、そのた

めの情報提供をプロジェクトの実施主体から提供を受けるという点でございます。一番下に日

本貿易保険（ＮＥＸＩ）との共通化により、利用者の利便性を向上と書いてございますが、プ

ロジェクトを支援する上でＮＥＸＩの保険が付保されるような場合には、同じような環境社会
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配慮確認を日本貿易保険さんも行いますので、利用者の利便性を考えまして、そういうことも

お伝えしております。 

 スクリーニングに必要な情報ということで、許認可関連、プロジェクト関連、環境影響関連

についてそれぞれ書いていただくわけでございますが、特に環境許認可が現地の法制に基づい

て何が必要で、いつどんなことが行われているかということ、プロジェクトに対して融資をす

るわけですから２番めのプロジェクト関連の記載事項は当然として、環境影響関連、どういっ

た影響があり得るのかということについても情報提供を受けるわけでございます。 

 現在国際協力銀行の融資を受ける可能性のある主なセクターということで、ここに掲げまし

た26のセクターについて、各セクターごとに具体的にチェックすべき項目がチェックリストと

いう形で環境ガイドラインの後ろの方にずらずらと書いてあるわけでございます。 

 このセクターについての国際金融等業務と海外経済協力業務共通の、具体的にはチェックリ

ストとしてここに書いてありますような分類についてそれぞれチェックをしていくということ

であります。基本的にはプロジェクトの実施主体から情報提供を受けて、また我々の方で提出

されたスクリーニングフォームに加えた付随資料、そして場合によっては現地への調査という

ことを考えまして、その内容について確認してまいります。 

 次に輸出金融の事務手続きのフローが一番わかりやすいので資料として付けました。まず現

地におけるプロジェクトの実施者が一番左の箱にございまして、この事業者があるプロジェク

トをやりたいといって事業の内容が決まりますと、現地で環境アセスメントを行いましてその

報告書が公開をされる。その報告書について、真ん中のところでございますが、カテゴリＡで

あればその内容が本行に提出をされる。その後、提出されたスクリーニングフォーム、環境ア

セスメント報告書に基づいて環境レビューが行われ、環境社会配慮の確認を行い、融資交渉を

経て契約に至るという流れでございます。融資契約が締結されました後、モニタリングを行う

ということとなっております。 

 今、申し上げたものはスケジュールやタイミングをわかりやすく示した例として出したもの

ですが、ＯＤＡの場合は、特に円借款の場合、年次供与国で示すと要請から供与までのスケジ

ュールはあるのですが、実際にはいわゆる環境社会配慮確認という行為は年次システムの前に

動いていきます。これはある輸出プロジェクトが私どもの営業窓口に持ち込まれて、例えば民

間企業さんがどのぐらいで環境審査をしていただけますかといったことを聞かれた場合に、必

要な作業を調査する時間をまとめたものです。円借款ですと、当然正式な要請の前に、例えば

１年後、２年後、３年後ぐらいまでの要請候補案件を把握してやっていくわけでございますが、

輸出金融ですと、日本の企業さんが輸出取引をまとめてこられる、それに必要な相談にどのぐ
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らいの時間がかかって、どのぐらいの作業が必要となるかということをまとめたものでござい

ます。 

 今まで話したのと全く同じでございますが、スクリーニング、カテゴリ分類を行いまして、

ＥＩＡの審査を行い、そのＥＩＡを公開する。またその内容に基づいて質問状のやり取り、現

地への実査、質問に対する内容の確認を経て、雇用したコンサルタントによる報告書の提出に

なって、さらに環境レビューの結果の公開、スクリーニングフォームの検討ということになる

わけでございます。 

 以上がガイドラインの中身でございます。 

 前回申し上げましたけれども、私どもはあくまでも融資を行う金融機関として要請のあるプ

ロジェクト、そのプロジェクトを実施される皆様に対して、環境社会配慮を適切に行っている

かどうかということを確認するためのツールとしてガイドラインというものを用意した。この

点があるいはＪＩＣＡ、それからジェトロさんが策定されようとしているガイドラインとは性

格を異にしているのではないかと思います。 

 私の方からの説明は以上でございます。 

○原科委員長 どうもありがとうございました。ＪＢＩＣの環境社会配慮ガイドラインにつき

ましてご説明いただきました。 

 私はこれにはかなり深くコミットしましたのでよく知っておりますけれども、研究会をつく

りまして、研究会は、これは変わったつくり方をしました。いってみればボランティアといい

ますか、そういうような形でＪＢＩＣの銀行の方と、それから専門家、それからＮＧＯとか、

いろんな方、ステークホルダーが、さっきおっしゃっていたように集まりまして、委員長をつ

くらなかった。自由に集まるという感じですね。ですから自由な議論をしていきました。その

プロセスの公開性、透明性を図ったものですから、きちんと議論の内容は公表しました。そう

いう点では非常によかったと思います。実際は私、まあ専門家ですが、私と銀行の前田さんと

いう方が実質的な議長役を共同やったのですけれども、議長という名前はつけないでやりまし

た。 

 その後、研究会報告をまとめた後に、これをもとにＪＢＩＣの中でガイドラインをつくって

いく段階で、今度はフォローアップ委員会をやりまして、研究会の報告書内容がガイドライン

にきちんと反映されるような、そういう工夫をしました。それは大変よかったと思います。そ

のときには研究会報告書がまとまりましたので、一応私がまとめ役というか、委員長役をやり

ましたが、そんな手続をやって、非常にオープンな議論をした上で、固まったものをきちんと

ガイドラインにできるように、そういう工夫もしております。 
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 その後、さらに、さっきおっしゃったようにコンプライアンス、この遵守のためのシステム

づくりもやっておられまして、これは今岡崎さんがご紹介になったように、国際的にも大変に

評価されておりまして、こういうシステムをつくったことは高く評価を得ております。そんな

ことでございます。 

 それで、今お話しいただいた、特に国際金融等業務の部分がジェトロの仕事にはある程度近

いのじゃないか。もちろんこれは、この場合には実際に融資に係る案件ですので、大分先へ行

ったといいますか、具体的になった段階でのものですけれども、そういう点では基本的に違う

のですけれども、ただ業務の内容的には近いところがあるのじゃないかとも思います。 

 では、今のご説明に関しまして質問ございますでしょうか。松本さんどうぞ。 

○松本委員 どうもありがとうございます。 

 スライドでいうところの19番目の意思決定ですか、「６．意思決定」というところですけれ

ども、ここで「適切な環境社会配慮がなされていないと考えられる場合、適切な配慮がなされ

るように働きかける」というふうに書かれています。岡崎次長が非常にわかりやすくご説明い

ただいたフローチャートで見ても、ＪＢＩＣの関与は極めて遅いわけですね。現実には環境ア

セスメント報告書をつくり終わり、それが現地政府の承認手続を終えた段階でＪＢＩＣに来る

わけです。そのＥＩＡに対して不備があると融資機関として判断した場合、先方政府は既にそ

の国の法制度に基づいて承認済みのＥＩＡ、これをどういう形で手直しをしていくのかという

問題が出てくると思うのです。 

 このジェトロの、これから後、議論になるようなスキームはむしろかなり上流域での議論に

なるわけですね。つまり、日本のこういう経済協力の制度は上流と下流が分かれてしまってい

て、その下流域をＪＢＩＣが担当されているがゆえに、既に完成した環境アセスメント報告書

に何か不備があったときにいろいろ苦労して働きかけをされるのかと思うわけです。 

 そこでお聞きしたいのは、一番の下流部分で苦労されているＪＢＩＣの立場から見ると、途

上国政府から出されてくる環境アセスメント報告書というものがどのぐらいの質のものであっ

て、あるいはどういうところに問題がよく見受けられて、ＪＢＩＣが働きかけを行わなければ

ならないのかという点について、これまでのご経験から、非常によく見られるケースについて

もし思い出されるようなことがありましたらご説明いただければと思います。 

○岡崎委員 今の松本委員のご質問にはなかなか一般論ではお答えできません。個別のケース

でまちまちでございます。 

 例えば、最近、新聞などを見ても、中東が大変油の価格が高騰していることもあってかと思

うのですが、新規プロジェクトが活況を呈しておりますけれども、中東の国々の中にはそもそ
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もＥＩＡを必要としない、ＥＩＡというのをプロジェクトを実施する上で求める根拠そのもの

がないような国がある。こういったプロジェクトを検討していく場合には、私どもの方で審査

に足りるＥＩＡ的なものを借入人と一緒に作成をするということを行います。まあ、作り上げ

てもそれが現地の法制度上求められてなければ承認手続も相手国ではもちろん要らないわけで

ございますけれども、それでは融資の判断に十分な証拠が得られないという場合がございまし

て、その場合には私どもの方で専門のコンサルタントにお願いいたしまして、借入人と協議を

して、私どもは環境社会配慮の確認をするのに足る資料を作成するということを行います。 

 それから、環境社会配慮、ＥＩＡそのものは既にできている、これはもう既に承認をされて

いますというものが送られてまいりまして、審査をするときに、情報として十分じゃないとい

うケースもままございます。特に我々の方が例えば国際的な事情から見ても、当然配慮して然

るべきというようなものについて必ずしも現地で十分な配慮がなされていない、自然環境なん

ですね。こういったケースに直面した場合には、やはりそのセクターないし、まあ動植物なん

かも多いわけでございますけれども、それらを国際的に保護する基準などを示しまして、実際

にどういう保護を行うのかということを確認をし、場合によっては求めていくということを行

います。例えばプロジェクトの実施に伴ってマングローブを伐採するという場合、日本企業さ

んがやる場合にはそういったものを無視するということは余りなくて、代替植林を行っておら

れます。ただ、これも植林をすればいいのか、植林をした後、きちんと育つのか、生えていく

のかというようなところを、例えば融資の判断のところでは植林ということを、代替植林を行

うということを確認をする。しかし、マングローブというのはなかなか根づきにくい、難しい

わけでございますので、モニタリングの中でそのマングローブの育成状況を確認をしてみると

いうような項目を入れます。 

 それから、松本委員のご関心の１つは、そうはいっても金融機関に案件が持ち込まれるとき

には大体でき上がっているのじゃないか、これに対してどこまでその影響力を行使するのかと

いうことだと思いますが、これはいい例かどうかわからないのですけれども、わかりやすい例

として申し上げますが、皆さんよくご存じのサハリン（Ⅱ）、これはロシア側のいろいろな要

求ですとかございますけれども、少なくとも私どもとしては、現地の例えば北海道の漁民の皆

さんの受け止め方、それから自然環境を、大鷲とか鯨とか、そういったことに関心を持ち、な

いしは具体的にその問題点を指摘される方々がございまして、非常に大きい、国際的に注目さ

れる大きい案件であり、かつ万々が一油が流出した場合には、直接的な被害を日本国の領土に

及ぼすというような影響の甚大さということも考えまして、ＮＧＯの方々にも加わっていただ

く形でフォーラムというものをやって、そのフォーラムでの議論を通じてプロジェクトの実施
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主体に対して、私どもなりに環境社会配慮を求めていいます。ですから、手続的な瑕疵の確認

と、それからプロジェクトの実際の不備、こういったものをなるべく早い段階で把握をして、

十分でない場合には金融機関として影響力を持つ。さらにご関心がある、あるいは我々自身と

して関心があるものについては、融資の判断のタイミングだけでなくて、以降のモニタリング

の中に具体的な項目として担保していくということだろうと思います。 

○原科委員長 よろしいですか。 

○松本委員 一言だけ。こういったＪＢＩＣが苦労してやっているいろいろなもののコストと

いうのは、実は私は準備の段階でもう少し投じれば、もう少し低いコストでできたものもある

のではないか。つまり、最初の調査の段階で非常に丁寧にやらなかったがために、融資段階に

おいてさまざまな議論やコストがかかっているのではないかという意味で、ＪＢＩＣの経験と、

今後このジェトロの委員会で議論することというのが一番つながっているのかなというのは私

自身が思っていることであります。 

○原科委員長 吉田委員どうぞ。 

○吉田委員 スライドの８なんですけれども、スクリーニングのところで、カテゴリＣにほと

んど自動的にしちゃうというプロジェクトの中で、本行支援額が1,000万ＳＤＲですよね。こ

のことは10何億円、16億円、ということは、先ほどのジェトロの28件、環境社会への関心にひ

もがついていたのが、幾らぐらいの投資あるいは貿易なのかわからないですけれども、あれを

見る限りにおいては10億円以下だというような気がする、28件すべてが。そうすると、次長さ

ん、このＪＢＩＣさんの方の考えでいくと、ジェトロさんの方は小さくて、もう全然しなくて

いいよという、そういう脈絡になるのか、あるいは原則と書いてあるから、何か特別な原則を

適用、その原則にかかわることが我々この委員会のジェトロに関してはやらなくちゃいけない

のかという、その辺はどういうふうに岡崎さんは考えますか。 

○岡崎委員 今の吉田委員の指摘は、先ほどのジェトロの、もし誤っていればジェトロの方か

らご訂正いただきたいのですが、あくまでも個別のご相談事例ということですね。一方で、今, 

松本委員のお話がございましたけれども、今後議論されていくいわゆるＦＳ調査、ＦＳ調査で

想定されるようなそういう規模というのはこの規模より全然大きい。それでそのＦＳの結果、

プロジェクトが相手国で承認されて、さらに詳細なデザイン設計などを踏まえて円借款ないし

は旧輸銀の融資を適用し得る段階になれば、恐らくこの規模を、基本的にほとんど上回るよう

なプロジェクトになります。 

 それで、1,000万ＳＤＲ相当円以下というのは、これは何もＪＢＩＣが楽をしようと思って

一方的に決めている基準ではなくて、大体このぐらいの規模が国際機関でも、あるいはバイの
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公的機関でも、これ以上小さいものを個別に１つ１つやっていくのかという、メルクマールと

いいますか、大体こんなものかなという感じでございます。 

○吉田委員 ちょっとつけ加えると、何か私は、ＣＳＲのワーキンググループになったという

ことで、ＣＳＲという範疇から考えると、そういう小規模な民間企業がやることに対して、Ｏ

ＤＡさえ16億で仕切っているのに、民間の小さいプロジェクトで、条件をもしつけるとするよ

うな状況をつくるとすると、何かそういう議論が起きてもおかしくはないかなと思って、その

辺の整合性というのはどう考えていくか、これは岡崎さんへの質問じゃなくて、ちょっとイシ

ューとしてはあるなという気がしました。 

 以上です。 

○原科委員長 そうですね。私の理解は原則というところが大事で、何かクレームがついた場

合には当然考えるということだと理解しておりますけれども、原則はそういうことで決まった

わけですね。 

 ちょっと追加で、こういう「国際協力における環境社会配慮のあり方」と書いたものをお配

りしました。これは、私が『グローバルネット』という雑誌に書いたものです。この裏の方に、

「ガイドラインの遵守」と書きましたけれども、前の方にはどんなものがあるべきアセスか、

大変短く書いておりますけれども、私の評価では、こういうあるべきアセスメントの基準に照

らしても十分世界に通用する水準のものであると高く評価しておりますので、その意味で、今

おっしゃったのも原則ということはそういうことで、もし何かクレームがつけば当然対応して

いただけるものと思っております。そういう理解でよろしいですか。 

○岡崎委員 それはもちろんです。 

○原科委員長 そうですね。 

○原科委員長 ほかに何かご質問ございますでしょうか。 

○岡崎委員 あと、ちょっとつけ加えますけれども、先ほどの松本委員の関係で、前回の議論

でちょっとご紹介いたしましたＩＦＣの会議ですが、「社会」という言葉の定義が広がりつつ

ありますということは前回お話ししましたけれども、もう１つ、ＩＦＣが新しいポリシーをス

タンダードの中で強調しているのは、環境マネジメントプランのことです。要するに、しょせ

ん我々がやっている環境社会配慮というものは、融資の決定段階での配慮の確認でございます

ので、プロジェクトはそれ以降、立ち上がって動いていく。そういたしますとより重要なのは、

実際に立ち上がったプロジェクトが環境社会配慮をきちんとやっているかどうかということで

ございます。先ほど申し上げましたように、ＥＩＡというものは国によってはそもそも求める

法律的な根拠がない国があって、それを作りなさいということを言っても、相手国が、いや作
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らなくていい、我が国は作らなくていいのだということになって、そこにＩＦＣが投融資をし

てしまいますと、場合によってはコンプライアンスに関して違反しかねない。 

そのプロジェクトを実施していく上で、環境も社会配慮もマネジメントプランというものを、

きちんとしたものを作って、ＩＦＣと借入人等の間で合意をしても、実際にその確認をしてい

くというところに、少なくともＩＦＣは力点を置いているわけです。 

○原科委員長 モニタリングが大変重要だと私も思っております。これはもう世界共通のこと

ですね。それで、その場合にチェックの段階で確認するということになりますけれども、国際

金融等業務の場合の具体例を最後にお示しいただきましたが、３カ月半で確認の作業は一応終

わるということですね。このこと自体なるべく効率的に行うことは大変重要なことだと思いま

すけれども、ただその確認がきちんと行われるかどうかというのは常に議論になるわけです。

そこで、この場合には外部コンサルタントへの業務委託という格好に今なっておりますね。こ

の辺が恐らくいろんな議論を生むと思いますが、このあたりは、もうちょっと第三者性が強い

といいますか、高いといいますか、そういうようなところで審査してもらうとか、そういう工

夫が必要だと思います。 

 ＪＩＣＡの場合には、これは審査諮問機関として環境審査会を設けてやっているわけです。

だからその辺はどうでしょう、今やられて、これまでのご経験から、この辺、そういった心配

がなされるのですけれども、何かございますでしょうか。 

○岡崎委員 これはちょっと専門的な話になってしまうのかもしれないのですが、国際金融等

業務は基本的に日本企業がビジネスとして参加しようとしている、ほぼ契約しようとしている、

融資契約とは別に日本企業が輸出契約をサインしようとしているものとして、ないしは海外で

事業を行う場合ですと投資決定をまさにしようとしている、ないしはした段階での関与という

ことになります。 

 そういった段階と並行して融資の相談がずっとあるわけでございますけれども、いよいよ

我々に正式な融資を申し込むという段階で、我々の現在のガイドラインに基づいて適切な環境

社会配慮が行われているという判断ができた段階で、判断を外に出すことで生じますコストや

時間、その結果として日本企業の貿易・投資活動に大いに影響が出てしまうということになり

ますと、これは議論があるのだろうと思います。 

 円借款、ＯＤＡの方は、これからＪＩＣＡのガイドラインとの統合ということを控えており

ますので、ＪＩＣＡさんが既にお持ちの外部の審査委員会、これを新ＪＩＣＡの中でどう位置

付けていくかということについてはこれからの検討でございますので、私の方からはちょっと

控えたいと思います。 
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○原科委員長 ＪＩＣＡの場合は別の話としましても、むしろ国際金融等業務におきまして通

常のアセスメント審査のプロセスでいくと非常に短いのですよ。通常日本で行っているものに

関しまして比較すると。ですから、大変短いし、しかもコンサルタントに外注というのは大変

気になる。そういった問題はないだろうか。 

 サハリンⅡのときにＪＢＩＣは随分パブリックコンサルテーションフォーラムをやられたの

ですが、そのときも専門家による審査プロセスが必要だという声が沢山出ましたね。しかしそ

れはやられなかったわけです。そうすると、本当にきちっと確認できたのかということになっ

てしまいます。この問題です。 

○岡崎委員 この資料は一番最近外で使われた資料を少し直したのですけれども、これはあく

までも最短期間でございます。特に日本企業さんに説明をする場合に、きちんと準備をした場

合にどのくらいでやっていただけるのかという質問が多いわけですね。ですから、準備さえき

ちんとしていれば３カ月半ないし４カ月あれば、少なくとも環境社会配慮確認のプロセスは終

えることはできるという説明のためにこれを作っておりますが、実際にはこの１回、２回の質

問状のやり取りで終わらない場合もありますし、それからミッションの派遣が複数回にわたる

場合もございまして、すべてが３カ月半で仕上げろということではございません。あくまでも

十分な資料が調った場合に最短でかかる時間ということでございます。 

○原科委員長 短いこと自体は非常に結構で、私もそういうのはいいと思うのですけれども、

ただやはり客観性のある審査が大変重要なポイントだと思いますので申し上げました。 

 ほかに何かご意見ございますか。どうぞ、神崎さん。 

○神崎委員 スライドの４ページの基本方針に関してなんですけれども、基本方針の運用面と

いうことで１つお伺いしたいのですが、たしか前々回のこの検討会の際に、原科先生が環境ア

セスメントについてご説明をされまして、そのときに、参加の段階ですか、意味のある応答が

必要だとか、そのあたりについてご説明されたかと思います。ここのＪＢＩＣの基本方針にお

いては、ステークホルダーの参加の重要性を認識されている。さらに、相手国借入人ですけれ

ども、対話を重要と考えているということで、１つお伺いしたいのが、さきの原科先生のご説

明にあったいろいろな段階のレベルの中では、ＪＢＩＣとしては一体どのあたりを運用面で求

めていらっしゃるのかということと、それを一体実際にどのように確認を、非常に難しいと思

うのですけれども、確認をされているのかということをお教えいただければと思います。 

○岡崎委員 今の神埼委員の質問もなかなか一般論でお答えできません。といいますのは、や

はりプロジェクトが実施される現地の状況、特に現地政府ないしはプロジェクトの実施主体に

よる現地のステークホルダーとの対話の重視ということが非常に重要な問題だと思います。し
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かし、個別のプロジェクトの環境社会配慮の確認ということをやっておりますと、十分に行わ

れているケースとそうではないケース、その十分にというのも、国によって、あるいは現地の

事情によってさまざまなので、地域住民ということで話を絞って申し上げますと、私どもとし

ては少なくともＥＩＡについて現地の住民が読める言語で公開されているということの確認、

またクレーム云々、それが説明会によって説明されているということ、その議事録を確認する

ということでございます。 

 さらに、その議事録の確認ということと、あとはプロジェクトに対して要望がある場合、こ

れについて受付窓口をどうしているかというようなことの確認というようなことで、そのプロ

ジェクトに影響を受ける人々の意見を吸い上げるシステムがあるだろうか。かつそれがきちん

とワークしているかどうかということを確認しております。 

 ただ、では影響を受ける住民すべての意見を聞いていますかと言われると、これは世帯数に

よっても、それがなかなか難しい場合もありますし、例えば村のシステムなんかを利用して村

の人の意見が確認できるような場合にはそれをもって代表するというようなことがございます。 

 あと、我々の環境社会配慮の確認プロセスにおいて、もしそのプロジェクトを実施する上で、

プロジェクトに反対ないしは実施に当たっていろいろ要求をお持ちのグループにはそのときに

お会いをして、その意見を聴取、そしてそれが我々の方から見て取り上げるべきものないしは

プロジェクトの実施主体あるいは政府に対して申し入れるべきものと考えられれば、我々の口

からそれを伝えるというプロセスを取ります。 

○原科委員長 どうもありがとうございました。よろしいですか。 

 ほかに何か。そろそろブレイクしましょう。何かありますか。じゃ松本委員どうぞ。 

○松本委員 手短になんですけれども、その働きかけというのは非常に重要だと思うのですけ

れども、一方で働きかけというのは審査部局がプロジェクト形成に入ってしまうプロセスとも

言えると思うのですね。つまり審査をするというのは比較的一歩引いて、これはやらない方が

いいんじゃないかとかいう立場で物を言うから審査なんですけれども、その働きかけをしてい

くうちにどんどん環境審査部局が一緒に案件形成に入ってしまうと、そうすると最後は、これ

は審査ではなくて、一緒に案件を形成したことになる。この辺については、ＪＩＣＡでは、そ

ういう役割はＪＩＣＡの役割として技術協力だという議論もありましたけれども、融資機関と

して審査部局と案件を形成していくという部局との関係というのをどういうふうに考えたらい

いのかという点についてお考えがあったらお聞かせいただきたいと思います。 

○岡崎委員 これは私の考えていることではなくて、ＪＢＩＣとして営業部隊と審査部隊とは

お互いに牽制機能を活かさない部隊で、したがいまして、必ずしも私、十分に自分自身の中で
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使い分けていないかもしれませんが、ＪＢＩＣといった場合に、主体としてのＪＢＩＣでご説

明しているケースと、それから私が所属している環境審査を担当する部局として申し上げてい

るケースとあるいはごっちゃになっているかもしれませんけれども、基本的には私どもはＯＤ

Ａであれ、国際金融等業務であれ、おっしゃるとおり我々の権限を出てしまいますと、牽制機

能が効かなくなる可能性がございますので、そこは使い分けるようにしております。 

 ただ実際には、我々はＪＢＩＣの環境審査局だといって踏み込んでいっても、相手国という

のは何しろＪＢＩＣから将来融資を受ける期待があってこそ面談に応じる、あるいは注文を聞

くということでありますので、意思決定とは別に、実際の環境社会配慮確認を行う場合は営業

部と一緒に行くというケースはありますけれども、そこで我々が確認した内容ですとか、ある

いはコンサルタントが出してきた所見の内容というのは、これはシステムとして申し上げます

と、あくまでも環境審査部としての所見という形で営業部に対して、それによって、例えばこ

のプロジェクトであれば、こういったことについてモニタリングをせよ、すべきだということ

を環境審査室が営業部に対して申し入れる。それに基づいて営業部が借入人と交渉をして、な

るべく環境審査室の方が要求した配慮項目を契約の中に入れる。要するに一般論で言うわけで

はなくて、契約の中に入れて将来何かあれば、その条項を発動し得るようにするということが

主眼でございます。 

○原科委員長 ありがとうございました。その意味でモニタリングが大変重要ですね。モニタ

リングをやるプロセスの中で今のことを実現していくということだと思います。 

 予定の時間のほぼ半分ほど参りましたので、ちょうど区切りがいいのでここで１回ブレーク

を入れまして、10分ほど、ですから３時40分から再開したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

午後 ３時２９分休憩 

午後 ３時４０分再開 

○原科委員長 では、３時40分になりましたので再開いたします。 

 今ＪＢＩＣの環境社会配慮ガイドラインについてご説明いただきました。これからジェトロ

の案件形成関連調査についてのご説明をいただいた上で議論に入りたいと思います。 

 では、最初にご説明をお願いします。事務局、どちらにお願いしますか。 

○清水部長 産業技術・農水産部の清水でございます。私から説明をさせていただきます。 

 資料でございますけれども、お手元の資料の４をご覧いただけますでしょうか。クリップ留

めしてありまして、参考資料の１、２、３というナンバーがそれぞれ振ってあります。 

 それから、このブレークの間に、地球環境・プラント活性化事業等調査の公募提案要領、こ
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れは事業の公募をするときに皆様に配っているものでございますが、それをお手元に参考資料

として追加的に配らせていただきました。これに従って説明をさせていただきたいと思います。 

 資料の４でございますが、10月27日の第１回委員会で「ジェトロの組織と事業のご紹介」と

いうことで、事業全体のお話をしたあと、イン・アンド・アウトの話をずっと過去やってきた

ものですから、そもそも案件形成の内容をまだきっちりとご説明をしていなかったと思います。

資料の１枚目でございますが、これはその第１回の資料からの抜粋でございます。45ページの

ところに大きな項目として、下の四角の中に全体の項目が載っておりますけれども、「貿易投

資円滑化のための基盤的活動」の中の「我が国企業に対する海外の事業活動円滑化支援」、こ

の中に「（４）案件形成を支援するための初期調査」ということでカテゴライズされているも

のでございます。 

 ここに説明の文章が書いてございますけれども、ご覧いただいてわかりますように、途上国、

産油国において我が国の優れた技術、ノウハウの活用を通した、既存インフラの整備や人材育

成、産業育成などにかかる経済協力案件の形成を支援するということでございます。 

それから、18年度から、活発化しつつある民活型経済基盤整備事業の促進を図るための調査

事業を開始しました。ということで、３つの事業名を下に書いてございます。１つは地球環

境・プラント活性化事業等調査、それから2つ目が石油・天然ガス資源開発等支援およびエネ

ルギー使用合理化設備導入可能性調査。それから開発途上国民活事業環境整備支援事業実現可

能性調査、この３つでございます。ジェトロＦＳというニックネームがいろいろなところで出

てくるのでございますが、実はＦＳというワーディングはどこにもありませんで、事業上はこ

うした可能性調査と呼ばせていただいているものでございます。 

 ２ページでございますが、地球環境・プラント活性化事業等調査の概要が書いてございます。 

 事業の主旨ですが、途上国における地球環境保全対策、それから経済成長の基盤となる既存

プラントのリノベーション、インフラ等の投資環境整備、人材育成などに係る資金協力プロジ

ェクトについて云々ということで、先ほどの繰り返しになりますので省略いたしますが、円借

款案件を迅速に発掘・形成するというのが目的でございます。 

 具体的な概要が（２）のところに書いてございます。この調査は、経済産業省からの受託事

業でございますけれども、個別の案件形成調査、それから過去の案件についてのフォローアッ

プを行うということで受託をしているものでございます。 

 対象国は、円借款の対象の基準と同じでございまして、世銀統計で2004年の１人当たりＧＮ

Ｉが5,685ドル以下の国でございます。 

 予算規模ですが、１件当たりで4,500万円を上限ということで選んでおりまして、件数は、
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18年度ですと20件ということでございます。全体の規模としては11億円ほどの予算規模という

ことでございます。 

 14年度からの採択案件数を書いてございますけれども、もともと10年度から実施をしてまい

りました。18年度までの９年間で40カ国220件の調査をこの枠の中で実施してまいりました。 

 どんなフローでこの事業を実施しているのかを１枚めくっていただいた３ページのフロー図

でご説明させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたが、これは経済産業省からの受託事業でございます。経済産業省が提

案公募をいたしまして、それに対してジェトロが応募をして採択をしていただきました。ジェ

トロがその後個別のプロジェクトの公募をする、こういう大きな流れでございます。 

 今年度に関しましては、４月の末に経済産業省からの公示がございまして、それに対する公

募申請をジェトロが行い、採択されたのが６月、契約を結んだのが６月末ということでござい

ます。 

 その後、７月にジェトロから公募をいたしまして、説明会などを経て７月の末に公募の締め

切りをしているところでございます。この公募説明会の時に、企業の方にお配りしたのが、先

ほど追加的に配布しました公募提案要領でございます。 

 実際に企業の皆様が提案を出されるのが７月以降ということになるわけでございますが、最

終的に９月に審査委員会を開催いたしまして、失礼しました、公募の締切りが７月末でござい

ますので、そのタイミングまでに提案を出していらっしゃいまして、その後、私どもの中で個

別にチェックをしまして、審査委員会を開催するのが９月の頭でございます。審査委員会での

検討を経て採択案件を決め、公示をしたのが９月中旬ということになります。その後個別案件

の契約が、９月から10月にかけてございます。 

 そこから調査が本格的に始まるわけでございますが、中間的に作業状況の確認をしているの

が12月の段階でございます。それぞれ、どんな段階にあるかという作業状況の確認をさせてい

ただいております。最終的には２月の末までにレポートを出していただきます。精算業務とい

うところに書いてございますが、２月中旬で契約が終了、調査報告書は２月21日に出していた

だくということで、今最後の追い込みを皆様されているところかと存じます。 

 その後、内容の精査、確定をいたしまして、年度を越えたところで受託元である経済産業大

臣に報告をさせていただく、こういう大きなプロセスでございます。 

 この中での環境の配慮でございますけれども、公募提案要領、後で配布したものをご覧いた

だければと思います。３ページの頭のところ、３．のところに「次のいずれかの項目に該当す

る応募はご遠慮ください」ということで、この中の（６）番でございますが、「プロジェクト
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実施に当たって必要となる環境・社会配慮への対応等の実施が困難な案件」、こういった案件

は提案していただいても駄目ですよ、ご遠慮くださいということが書いてございます。 

 それから、７ページをご覧いただきますと、大きな６．の「その他」というのがございます

が、この中の（１）に、国際協力銀行の「環境社会配慮のための国際環境ガイドライン」に配

慮した調査の実施ということで、具体的な調査に際して、ＪＢＩＣさんのガイドラインに沿っ

て行ってくださいということを明記させていただいております。 

 具体的な提案書の中にも環境社会配慮を書いてくださいということで、フォーマット化して

おりまして、何枚かまためくっていただきまして16ページ、これは申請書でございますが、そ

の中でも環境社会問題の可能性があるかないかということを書いていただくべく、16ページの

⑭という枠をつくっているところでございます。 

 これは申請段階でございますが、最終的に採択されて報告書を書くということになった場合

に、報告書の中で環境社会配慮のところをどうするのかということで、具体的に作成基準を定

めております。31ページでございますが、「調査報告書作成基準」というのがございます。大

きな項目が四角の中に書いてございますが、この中の５．で、「環境・社会的実行可能性」と

いうことで、１つの章を立ててくださいという作成基準を示させていただいております。この

５．の詳細は、33ページの中ほどでございますが、①から④まで書いてございます。「プロジ

ェクトの実施に伴う環境改善」、それから「プロジェクトの建設・運営に伴う環境面、社会面

への影響」、これが先ほど申し上げたＪＢＩＣのガイドラインを踏まえてチェックをしてくだ

さいという部分でございます。 

それから、「相手国の環境関連法規の概要及びそのクリアに必要な措置」、さらに「案件実

現のために当該国が成すべき事柄」といった形で、報告書の中に書くべき項目を事前に示させ

ていただいております。 

 この公募提案要領についてはウエブの上でもご覧いただけまして、報告書はこういう形で書

きなさいということに皆さんがアクセスできるようにしているところでございます。 

 先ほどの資料の４に戻っていただきます。地球環境・プラント活性化と同じように民活の事

業も同じようなフローで調査の実施をしております。４ページにその事業概要が書いてござい

ます。これも同じく受託事業ということでございまして、経済産業省からジェトロが受託させ

ていただいておるものでございます。 

 事業の主旨でございますが、途上国の投資環境整備、継続的な輸出強化及び雇用創出に資す

るインフラ整備事業について、我が国企業がイニシアティブを持って参画できる案件の発掘・

形成を目的とするというものでございます。 
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 先ほどのような円借款案件ということではなくて、（２）のところに書いてございますが、

民活型の経済基盤支援事業、民間の資金、イニシアティブで行うインフラ整備事業の促進とい

うことで、その実現可能性調査を行うというのが目的でございます。 

 対象国は先ほどと同じでございます。 

 予算は、先ほどの地球環境調査と同じＯＤＡ予算でございまして、１件当たり5,500万円を

上限としています。 

 この事業は今年度から私どもが受託をしておりまして、まだ案件ができ上がっているものは

ございません。現在まさに初年度の実行中ということでございます。 

予算規模は一件5,500万円で、９件ということで、枠としては５億円強でございます。 

 事業フローは５ページに書いてありますが、基本的に地球環境調査と全く同じフローでござ

います。同じタイミングで同じように進めておりますので、説明は省略させていただきます。 

 それから、３つ目の事業が６ページの石油資源開発等支援調査事業及びエネルギー使用合理

化設備導入可能性調査です。略称で我々は石油・省エネ事業と呼んでおります。事業の主旨が

（１）でございます。これは対象国が産油国でございまして、産油国におけるプロジェクトの

成立に向けた調査を行うということでございます。そのプロジェクトを通じてさまざまな投資

促進・産業協力・産業育成を図り、産油国との関係維持・強化を図っていくというものでござ

います。最終的には石油・天然ガス開発の円滑な推進であるとか、権益の維持もしくは新たな

獲得、ひいてはエネルギー安定供給の確保に資することを目的とするものでございます。 

 概要は、産油国の産業構造高度化や技術移転に資するもの、雇用の拡大に資するもの、産油

国もしくは我が国におけるいわゆる省エネに資する設備機能改善等に関する調査を行うという

ものでございます。 

 この事業の原資は石特、石油特別会計でございまして、１件当たり5,000万円を上限として

おります。案件の数をごらんいただいておわかりいただけるかと思いますが、18年度は14件と

いうことでございまして、８億円ほどの予算規模でございます。 

 どんなフローで事業を行っているかは７ページにございます。基本的に全く同じフローでご

ざいます。これは経済産業省の中でも資源エネルギー庁が制度を持っているところでございま

すが、資源エネルギー庁の公示が今年度は７月でございました。年度が始まって大分たったと

ころでございまして、全体の事業を進める意味では非常に厳しゅうございました。７月に公示

があり、経済産業省に対してジェトロが公募申請を８月にし、採択をされたのが８月上旬でご

ざいます。８月末に契約を締結して、その後、ジェトロからまた公募説明会等を行い、９月の

終わりに公募締め切りをしたというフローでございます。 
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 その後専門委員会で案件の検討をしていただきまして、最終的に10月の末に案件が固まり公

示をしました。その後、11月にかけて案件の契約を行い、現在作業をしているということでご

ざいます。 

 先ほどの地球環境調査、民活調査よりも作業が２カ月から３カ月近く遅れておりまして、進

捗状況のチェックを２月にするという状況になっております。一応契約の終了はやはり年度内

ということで、非常にタイトな作業を今お願いをしているところでございます。他の制度と同

じように、年度を越えたところで経済産業省への報告等々があり、最後に確定があるという大

きな流れでございます。 

 環境・社会配慮に関しましては、先ほど地球環境調査のところで申し上げましたとおり、３

件とも基本的には同じような流れでございます。繰り返しになりますけれども、最初の応募段

階で、環境社会配慮が難しいものについては遠慮してください。それから申請書の中で、環境

社会配慮というものがどの程度のインパクトなのかというのを書いてください。そのチェック

を行った上で、報告書にもＪＢＩＣのガイドラインに沿ってきっちりと、どういう問題がある

のかということを書いてください。としてあります。いずれにしましてもジェトロのこの調査

は案件把握ということでございます。私どもが環境のチェックをするわけではございませんが、

最終的にプロジェクトを発掘する段階で、具体的にどのような環境についての配慮をしなくて

はいけないのかという項目をきっちりと書き出していただく、ということでございます。 

 簡単ではございますが、私からは以上でございます。 

 参考資料でございますが、１、２、３に分けてお手元にお届けしましたが、参考資料の１が

地球環境・プラント活性化事業の平成10年度からの採択案件の一覧でございます。10年度から

18年度までございます。途中で若干事業の名前が変わっておりまして、例えば10年度は地球環

境総合開発計画調査となっておりますが、その後プラント活性化というのが加わりまして、平

成11年度以降今の名称になっております。それが参考１でございます。 

 それから、参考２は１枚だけです。今年度から受託をしておりますいわゆる民活調査の今年

度の案件９件のリストでございます。 

 それから石油・省エネ調査の案件ですが、これは平成12年度から私どもが受けておりまして、

18年度までの案件リストを参考資料３として配布いたしました。これも事業の名称が、始まっ

た当時は石油資源開発等支援調査でございましたが、平成14年度からエネルギー使用合理化、

いわゆる省エネの調査が加わりまして、現在の名称になっております。 

 私からは以上でございます。 

○原科委員長 どうもありがとうございました。 
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 それでは、早速でございますがご質問等ございますでしょうか。案件形成段階ですから、Ｊ

ＢＩＣのガイドラインを参照といっても、随分段階が違いますので難しい点はあるかと思いま

すけれども。どうぞ、宮崎委員。 

○宮崎委員 これは案件形成ということでございますので、最初の調査段階ということだと思

いますけれども、調査をやった結果可能性がありそうだという結論になったものが、実際に実

施に移される割合というか、そのあたりのところはわかりますでしょうか。 

○清水部長 必ずしもすべてを詳細に調査しているわけではございませんが、フォローアップ

調査が、地球環境の枠の中でございまして、過去に平成10年度から16年度にジェトロでやりま

した案件、合計しますと178件ですが、その実施状況を調べました。その中で、いわゆるＥＮ

締結につながったのが10件でございます。 

○原科委員長 ５％、６％ぐらいですか。 

○清水部長 そうですね。180弱のうちの10件でございますので。 

○原科委員長 じゃ私から質問させていただきますが、ＪＢＩＣのガイドラインを参考にとい

うことですが、具体的にどんなふうな環境配慮をしたらいいかという、そういうことに関して

は、それ以上は特にジェトロからは指示してないということですか。 

○清水部長 基本的には企業の方に、説明会等で細かい説明はしますけれども、ＪＢＩＣさん

のガイドラインのスクリーニングのチェックと環境チェックに従って見ていただいております。

ここは非常に重要だという点については細かく書いていらっしゃいますが、実際に出てくる報

告書の大体の構造は同じような項目だてになっております。皆さんＪＢＩＣのガイドラインに

限らずよくご存じでいらっしゃる方々ですし、以前委託を受けた方もいらっしゃいますので、

大体フォーマリティーはお分かりいただいていると思っております。 

○原科委員長 松本委員。 

○松本委員 とりあえず最初２点です。フィージビリティースタディとはどこにも書いてない

という話なんですがけれども、しかし実際出てきたレポートを見ますと、みなフィージビリテ

ィースタディだと自分たちでは位置付けているレポートが多いですね。例えば17年度の地球環

境のベトナムのニョークエ水力発電所建設事業、サマリーだけを見ますと、これに基づいて詳

細設計段階ではこうした方がいいみたいな提案をして、つまりこれはＦＳであり、ＤＤではこ

うした方がいいという提案があり、さらにその後のスケジュール、作業スケジュールの紙を見

ると、これは17年度の案件ですが、もうその17年度中にＪＢＩＣに要請し、翌年にはローンア

グリーメントみたいな、こういう表が報告書の中には盛り込まれている。これはどう見ても案

件を探しているというよりは、このまま持っていってＪＢＩＣに円借款の要請をしたらどうで
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すかという紙に見えるわけですね。 

 あるいは民活は、17年度でまだ経産省がやっている段階ですけれども、その中にあるラオス

のセカタムダムの冒頭に書いてあるのは、これは関西電力ですけれども、既に自分たちはプレ

ＦＳをやって、今回このスキームを使ってＦＳをやりますというふうに明確に書いている。つ

まり、今のご説明と違って、受託をしている企業側は、これがＦＳで、この後これを事業化す

るというふうに書いている。この委員会で、いやこれはもうプレＦＳで、案件をリストアップ

するだけですみたいに言われてしまうと、実際に書かれているレポートとの間にはちょっとギ

ャップを感じざるを得ないのですが、そのあたりについてどういうふうに考えたらよいのかと

いうのが１点目です。 

 それから２点目は、ＪＢＩＣのガイドラインの参照についてです。同じ２つの案件からしか

見えない、もう少しいろんな案件を見たいなと思っていますけれども、例えばそのベトナムで

あれば、これでもうＪＢＩＣのガイドラインの方は満たしているから大丈夫だという、何かＪ

ＢＩＣの審査結果のようなことがそこには書かれていますし、ラオスの案件についても、同じ

ようにラオスの環境影響評価制度はＪＢＩＣの環境社会配慮政策と同じであるから、このＩＥ

ＥをもとにＥＩＡをやれば問題ありませんというふうに書かれています。ＪＢＩＣのガイドラ

インを参照していることはわかるのですけれども、しかしその労力を二度手間をかけないため

に、つまり余計な税金を使わないためにという視点からいけば、これじゃもう一度ＪＢＩＣは

ちゃんと調査をし直さなきゃいけないのじゃないかという危惧を私は持ちました。ＪＢＩＣの

ガイドラインを参照するということをどのぐらいジェトロ側で確認できるのかという問題だと

思うのですけれども、現状ではそれが報告書に含まれていればよしとしているのか、それとも

本当にこれはＪＢＩＣの人ともちょっと話をして見ると、なかなかちゃんと書かれているとい

いうふうにクォーリティーチェックをされているのか、２点目はそれであります。よろしくお

願いします。 

○原科委員長 今の２点につきましてお願いします。 

○清水部長 １点目でございますが、私が申し上げたのはこれがＦＳかどうかという定義の議

論をしたわけではなくて、まず名称として我々は呼んでないということを申し上げた次第でご

ざいます。多分中身を見るといろいろあるのだと思います。ＪＢＩＣさん、それから本日はお

休みでいらっしゃいますが、ＪＩＣＡさんから、以前にもお話がありましたが、いわゆる最終

的なプロジェクトに繋がるＦＳというのはどこまでやっているかという点です。ＪＩＣＡさん

が言っていらっしゃるFSというのは、資金規模も、時間も相当かけていらっしゃるものですが、

ジェトロ調査は、乱暴な言い方はできませんが、数カ月、4,000万規模です。その内容がどこ
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まで細かくプロジェクトに張りつくのか。これをＦSと呼ぶのか、案件発掘と呼ぶのか、ここ

はご専門の方のご意見を伺えればと存じます。 

 具体的なラオスの案件は、私どもが受託した案件ではございませんので、コメントをしかね

ますので、大変申しわけございません。 

 それから、ＪＢＩＣのガイドラインの参照をどのぐらい確認できるのかという点です。１件

１件私どもも現地まで出かけていって、報告書がちゃんと書けているかというのをチェックし

ているわけではございません。ただ具体的な項目がＪＢＩＣのガイドラインを参照して書いて

いただいているという点について、私ども海外に事務所がございますし、関係機関のお話も伺

いながら、こういったカバレッジで大丈夫かどうかというところをチェックしているところで

ございます。 

○原科委員長 よろしいでしょうか。じゃ、手が挙がりました順番に、神崎さん。 

○神崎委員 後でいいです。 

○原科委員長 では満田さんどうぞ。 

○満田委員 質問が２つありまして、地球環境案件178件のうちＥＮ締結10件ということなん

ですが、残りの168件というのうちで例えば何らかの形で事業実施に向けて資金がついたとか、

動いているものがあるかどうかというのが、もしフォローアップ調査の中でおわかりになった

ら教えていただきたいという点。 

 それから、この地球環境・プラント活性化事業等調査の公募要領の３ページ目に、こういう

案件は遠慮してくださいということで、環境社会配慮への対応策の実施が困難な件ということ

がございますが、これは例えばどういうものを想定していらっしゃるのかということ。選定委

員会などにおいて、余りに環境社会的にリスクが大きくて、初めから支援しない方がいいのじ

ゃないかというような理由で却下されたものがあるかどうかという点について教えてください。 

○清水部長 １つ目については、プロジェクトの検討、詰めをしている案件も当然あるのでし

ょうが、なかなかそこまでの詳細は現実には分かりません。形式的にいろいろな政策につなが

ったかどうかというところがチェックしやすい、またチェックできる限界かと思います。また

来年、再来年と同じようにフォローアップ調査をやれば、今回事業の検討中のものについても、

ＥＮに繋がったかどうかについてフォローできるかとは思います。 

 それから、２つ目のご質問でございます。公募提案要領の「ご遠慮ください」というのは、

まず自主的にその対応策の検討が難しいということであれば出さないでくださいということを

書いてあるわけです。フォーマットの中で、16ページの⑭のところに、そういった可能性があ

るかどうかを書いていただくようにしております。環境社会問題の可能性の具体的な例示を私
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ども示しているわけではございませんけれども、例えば我々の頭の中で想定しているのは、大

規模な住民移転が行われる可能性があるのだけれども、それへの具体的な対応策がちょっと考

えられませんということであれば、これはもうそもそも案件としては不適当ではないかという

ことで、最初から対象から外すということかと思います。 

 ただし、環境問題に対応できないということで、審査委員会の段階で外したものはまだあり

ません。みずから皆様が出されないということかと考えます。 

○満田委員 もう１点だけ。例えば審査委員会の段階で、この案件は当然こういう環境影響、

社会影響が予測されそうなので、そこら辺について調査をしてほしい、そういうようなインプ

ットがあるのかどうか、あるいはジェトロさんの方から調査企業にインプットされるとか、そ

ういうようなことはあるのでしょうか。 

○井上主幹 審査段階で申し上げますと、個別のケースについて余りそこまで細かいご示唆と

いうのを今まで受けたケースはないというふうに記憶しております。ただ先ほどちょっとフロ

ーにありましたとおり、中間報告の段階なんかをとらえまして、いろいろと調査が進んでいく

中でお話をお伺いしている中で、場合によっては住民移転でございますとか文化財の話とかが

相手の方から示唆された場合には、その辺についてはより詳しく記載をしてくださいというお

願いはしております。 

○原科委員長 今のお話を伺いまして、大変に調査期間が短いですね。３カ月ないし４カ月。

環境アセスメントという見地から見ますと、普通は最低１年はかかるのです。だからそういう

点では、ちょっとこのシステムは環境社会配慮をするにはそぐわないような感じを受けたので

すが？ 

 単年度会計という仕組み自体がおかしいので、最近は文部科学省なんか、科研費なんか持ち

越しできるようになりました。２年間にわたって使えるのですよ。だからその仕組みを変えな

いと適切な配慮ができないのじゃないかという感じも受けます。 

○清水部長 ジェトロの本来事業と言うと正確ではありませんが、交付金で実施している事業

であれば中期計画の中で複数年度事業も出来るということになるのかもしれませんが、これは

受託事業でございます。単年度単年度で私どもが公募に対して応募をして、採択していただい

て実施するという事業でございます。あえて言えば来年度は実施できないかもしれない事業で

ございます。したがって基本的には経済産業省が会計年度の中で実施することを求めてきてお

りまして、それに対して「実施できます」という答えを我々、応募時にしていくものです。ご

質問のご趣旨は分かりますが、制度上はなかなか難しいかと存じます。 

 ただし、すべての案件が年度を越えてないのかと言われると、例外もございます。現地国の
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事情によって調査が延びることが余儀なくされたケース、例えば紛争があった場合などには年

度を越える調査を個別に認めていただく場合もございます。これは極めて例外的なものだと認

識しております。 

○原科委員長 そうしますと、ＪＢＩＣの場合にはプロジェクトに近いところで通常の事業ア

セスをやりますから、それで１年以上かかりますけれども、むしろ案件形成段階であれば、プ

ロジェクトよりも上位のプログラムとかプランとか、あるいはポリシーとか、いわゆる3Ｐが

対象です。そういう政策段階あるいは基本計画とか、それから整備計画、そういう上位の意思

決定段階での判断だという、そういう位置付けがもしできれば、その場合には戦略的環境アセ

スメントという方法があります。そうするとアセスメントの方法論も変わってきて、既存のデ

ータをベースに集めますから、この場合には１年かけなくてもいい、数カ月ということはあり

得ると思います。ですから、案件形成というのをどういうふうにとらえるかということだと思

いますが、この辺はどんなふうにお考えでしょうか。 

○清水部長 この案件形成をしたものがすべてプロジェクトに繋がるかといいますと、先ほど

申し上げたとおり、非常にパーセンテージとしては小さいものでございます。逆に何でこんな

に小さいのだという議論が逆の観点からはあるかもしれません。いずれにしてもプロジェクト

につながっていくプロセスの中できっちりと環境なり社会影響の配慮をしていただくために、

どういう配慮をしていただくのかということをこの案件形成段階でできるだけ精緻にあぶり出

すというのが私どもの調査の目的かと考えております。 

○原科委員長 そうすると、その戦略的環境アセスメントを適用するようなレベルと考えてよ

ろしいのですね。 

○清水部長 戦略的環境アセスメントの定義にもよると思います。 

○原科委員長 計画段階より前の意思決定。 

○清水部長 どの項目についてチェックをしなくてはいけないのかという予備チェックをして

いくということかと思います。 

○原科委員長 戦略的環境アセスメントであれば、事業アセスと違いますから重複感はなくな

ります。ただ事業アセスと同じようなものを求めれば、これはさっき松本さんおっしゃったよ

うに重複になってしまいますからね。そうじゃないレベルのものだといえば話はわかるのです。

それで申し上げました。 

 今の点は終わりました。高梨さんどうぞ。 

○高梨委員 もう１つ別な観点から確認ですけれども、私ども今までＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ、い

わゆる国際約束に基づいて要請ベースでやっている事業と、ジェトロさんの事業の比較をここ
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でしてみたいと思うのですけれども、１つは現地政府とジェトロさんの関係です。当該案件を

見ましてどういうご関係なのかという点と、２つ目ですが、実際受託企業が現地でいろんな環

境社会調査をされる。そこでデータや関係資料の収集というようなことが実は一番大事な点な

んですが、こういった点でジェトロさんは特段の支援なり応援なりということをされるのかど

うかというところをお伺いしたいと思うのです。 

○清水部長 ＪＩＣＡさん、ＪＢＩＣさんの案件は要請ベースでございますけれども、ジェト

ロ調査は要請ベースではなく、まさにプロジェクトをどういうふうに作るかという段階です。

とはいえ、何も現地政府とコンタクトがないかというとそうではなく、現地政府ともどういう

案件があるのかというご相談を、これはジェトロだけではなく、現地の大使館であったり関係

公的機関も入って、行っているということかと思います。いずれにしても、要請ベース段階に

はまだ至ってないというものだと認識しております。 

 それから、現地で企業はいろいろな調査をされるわけですけれども、この調査そのものにジ

ェトロが何らかの形でサポートするということは、やっておりません。 

○高梨委員 受託企業が独自の努力で現地でデータを集めたり、それから政府機関を訪問した

りという、そういう面では全く受託企業が独自の努力で環境社会配慮の調査なりをするという

ような理解ですか。 

○清水部長 そうです。これは受託プロジェクトでございますので、ジェトロと企業との関係

でいえば、企業の方はジェトロの事業枠の中で受託し、その契約の中で作業をされます。まさ

に企業が主体となって作業をするということだと思います。 

○原科委員長 吉田委員どうぞ。 

○吉田委員 ３つのちょっと異なったカテゴリの実行可能性調査という調査をやるわけですが、

その公募要項に関しては、これは１つだけで、あと２つあるわけですか。 

○清水部長 ございます。 

○吉田委員 内容的には大分違うのですか、同じなんですか。 

○清水部長 ほぼ同じでございます。もしご関心がありましたらコピーをお届けいたします。 

○吉田委員 というのは、結構３つのカテゴリを考えると、環境社会配慮という意味では違う

ような気がするのですね。第１点、地球環境って、地球環境というものを目的に置くのだけれ

ども、逆に民間だけの事業はそっちの方が制約条件になってくるという、そういう意味では違

ったコンセプトじゃないかという気がしたものですから、したがって調査の内容においてもメ

リハリが違ってくるなという、そういう印象を持ったものですから、今の個別にどういう要項

なのかなという質問をしたわけです。 
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 それともう１つは、178件やって、ＧＧベースに、ＥＮの方にいったのが10件ぐらいといっ

たのですが、逆にそれを調査がベースに、コマーシャルベースでビジネスとして機会が広がっ

ていって、そちらでビジネスが成立するという、その両方があってもこの調査はいいのか、そ

れともそれは困るのか、その辺のベースというのは考え方はどうなのかということを１点。 

○清水部長 まず公募要領につきましては、基本的には同じような形になっております。環境

社会配慮が難しいものはご遠慮くださいという点と、何か問題がありますかという点について

自己申告をしていただくものと、それから報告書の中ではＪＢＩＣのガイドラインに従って環

境・社会配慮項目をちゃんと書いてください、という構造は基本的に同じでございます。ワー

ディングは、それぞれ少しばらついておりますが、もしご関心がありましたらそれぞれ公募提

案要領のコピーがございますので、お手元にお届けさせていただきます。 

 それから、ＧＧベース以外はどうなのかというご質問でございますが、これは正式にはやは

り我が国企業の案件にしたいなと我々は思っているわけでございますが、結果として、案件が

この調査に基づく案件なのかどうかというのはなかなか定義付けは難しゅうございますけれど

も、似たような案件を海外企業等に実際にプロジェクト化されてしまったという事例は幾つか

あるだろうというふうには認識はしております。 

○岡崎委員 今の回答に補足いたしますと、例えばこういう作業をした日本企業がこの案件を

ジェトロに提案する、あるいは相手国政府に提案する。その後いろいろなプロセスがあるので

すが、結果として例えば円借款になりますと、これまでですと調達条件が一般アンタイドにな

る可能性が高いわけですね。そうするとそこで競争入札ということになって、結果として日本

企業に落ちない場合もある。これは競争力の結果そういうことになるわけですから、やはり致

し方ないわけですけれども、一方で円借款に乗せると、むしろ輸出金融で日本企業が支援を要

請するという場合もあるものですから、ＧＧベースか海外かということじゃなくて、ＧＧベー

スかあるいはコマーシャルベースで日本企業が落とす場合があって、それ以外に海外が落とす

場合があるということです。 

 それから、この１件4,000～5,000万円という金額の規模ですが、これは書いた人がＦＳとい

うかどうかは別として、一般的にいってＦＳと言うにはコスト的には極めて金額的に少ない規

模であります。このＦＳのレポートがもしＪＢＩＣの窓口に持ち込まれて、これですぐに審査

をしてください、融資をしてくださいというには、恐らく十分なものにはなっていません。で

すからこの後の本格的なＦＳにかかる時間、それからそこで行われる実際の環境社会配慮とい

うようなことを考えますと、まだまだ極めて上流のところでの調査なんですね。実際にプロジ

ェクトに最終的に融資するというＪＢＩＣの立場からすると、可能性は多い方が少ないよりは
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いい。かつそこに日本企業が、自分たちであればこういうプロジェクトをやりたい、こういう

プロジェクトであれば我々のノウハウが生かせるというものをお持ちで、それに政府の施策に

のっとって予算がつくのであれば、初期的な調査はこのジェトロの制度を使ってやりたいとい

うのが恐らく日本企業のお考えではないでしょうか。 

 それで、その結果でき上がった調査が将来円借款ですとかあるいは旧輸銀のファイナンスに

乗るには、まだまだ時間も内容も詰めていかなくてはいけない。そこには時間もエネルギーも

かかるということでありますし、原科先生がおっしゃった環境社会配慮ということ１つ取って

も、ここではあくまで、このプロジェクトをやる上で、どういったことを配慮しなくちゃいけ

ませんよと。しかし実際にその配慮をする上で必要な調査というのはむしろ本格的なＦＳの中

で行われる。そのＦＳにかかるコストというのは恐らく桁が違う規模になると思っています。 

○原科委員長 そうですね、そのように思います。だから、ＦＳという表現はやめて、もっと

別な言葉を言ったほうがいいかな。ＦＳと連結というのはやめて。 

○吉田委員 僕もそう思う。多分これだけの期間と額との提案要項を見ると、むしろプロジェ

クトの方向を決めたり、実行可能性調査のためのタームズを入れたり、そういうものを使って、

すなわちプロジェクト編成調査というのが的確だと思う。それを使えない理由は何かほかにあ

るような気がするのです。中身的には形成ですよ、多分ね。 

○原科委員長 形成ですか。イニシャルスタディですね。 

○吉田委員 形成するに当たって、次のフェーズに移る段階のぎりぎりのトライ。多分社会配

慮ではこういうことがある、そういう問題を提起する。そうじゃないと、この178対10という

のはとても納得できない話になってしまう、そんな感じを持ちますね。 

○原科委員長 そうすると、こういうお金の使い方をしていいのかと言われちゃう。 

○清水部長 その議論は別にあるのかもしれませんが、いずれにしても出来るだけ幅広く、ど

んな案件があるのかをピックアップしていくのがこの調査の目的です。 

○吉田委員 ショッピング的なね。形成調査でショッピングリスト作成とかそんな感じのレベ

ルですね。 

○清水部長 制度の名称も、活性化事業等調査とか導入可能性調査となっていますが、かなり

初期段階のいろいろな案件をピックアップする作業であるという認識をもう少し持っていただ

けるような名称をつけた方がいいのかもしれません。 

ただし、これは私どもの事業名ではなくて、経済産業省の事業名を受けているものです。 

○原科委員長 経済産業省の方。あれもう帰られた。経済産業省の方が意見を全然言っていた

だかないのは非常に困っています。特にきょうは一番大事なところですから。ちょっと困りま
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したね。 

○岡崎委員 これは結局それぞれの予算要求の制度のときの、予算要求の背景でその名前がつ

いているわけですよね。それがずっと残っているのだと思うのですよ。ただ世の中ではみんな

ジェトロＦＳと言っちゃっているわけですよね。それはほぼ慣用化しているというのがありま

して。 

○原科委員長 どのようなことで言い出したのですか。 

○岡崎委員 それぞれの名前が長いので。 

○高梨委員 我々の世界ではどっちかというと･･････ 

○原科委員長 じゃプロファイとおっしゃる。そういう表現を使いましょうか。 

○高梨委員 どっちかというとプレＦＳだって言うんですよね。 

○原科委員長 プレですか。 

○高梨委員 ですからＦＳじゃなくて。 

○原科委員長 プレですね。 

○清水部長 プロジェクト・ファインディングの日本語訳かとも思いますが。 

○原科委員長 そうですね。 

○清水部長 案件発掘ぐらいの方が本当は適切なネーミングではないかと我々も感じておりま

す。 

○原科委員長 ただＪＩＣＡの案件形成に近いレベルでしょう。 

○吉田委員 そうですね。 

○原科委員長 ＳＥＡ、まさにＳＥＡ。ＳＥＡしかできない。普通はこの金額では。 

 満田先生どうぞ。 

○満田委員 このスキームは、期間といいお金といい、実際問題プレＦＳなりその前の段階の

ものしかできないのかもしれないのですが、実態としてその後どうなるかということが重要な

のかなと思います。ジェトロさんのフォローアップ調査の中で、要はこの通称ジェトロＦＳな

るものの後に円借款なりあるいはほかの国際金融等業務につながる間の過程で本格的なＦＳが

改めてやられた、あるいは本格的なＥＩＡが例えばジェトロＦＳをもとにして行われたとか、

そこら辺のフォローアップがもしされているのであれば教えていただきたい。これからの議論

に非常に重要なポイントになるかと思いますので、もし確認できるようでしたら確認してフィ

ードバックしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○原科委員長 今の件、この点に関しまして今何か情報ありますか。 

○井上主幹 すみません、そこはフォローアップといいますけれども、まさに先ほどちょっと
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ご説明させていただきましたとおり、実際その基準がはっきりしないとなかなかその調査、派

遣もかなりありますので調査できないところがありまして、基本的には交換公文ベースになっ

た、そういったものしか把握しておりません。ですので、ちょっとそういうものについては現

状把握できてないというところでございます。 

 ただ、今ありましたとおり、国交ベースで、要はＥＮを結ばれたものがあるものについては、

当然当該国の政府の方でＥＩＡなんかに進んでいるであろうと我々としては想像はしておりま

すけれども、ただそれについて詳細な調査というのは今のところやってはおりません。 

○満田委員 もう１つなんですが、国際金融等業務としてＥＮというのはＯＤＡの方ですが、

国金の方のＪＢＩＣ借款に実際つながったようなケースというのはフォローされていますか。 

○原科委員長 さっきの10件はいろんな形になっているわけでしょう。 

○岡崎委員 これは円借款。 

○井上主幹 そちらの方も、ちょっと個別のプロジェクトの話になりますと、我々としてはそ

こまで捕捉はできておりません。 

○清水部長 調査の主体はコンサルティング会社さんであったり、商社さんであったり、いろ

んな方がいらっしゃるのですが、その方自身がそのままプロジェクトをやられるわけではない

ケースが当然多いわけです。私どもが行ったフォローアップ調査でも例の調査はその後どうな

っていますかと聞くわけですが、必ずしも全部の案件が正確に返ってくるわけではないという

ところに若干もどかしさがあることは事実です。相当こうした調査には限界があるということ

に、ご理解をいただきたいと思います。 

○岡崎委員 これはジェトロさんからご要請があって、我々の方から逆にさかのぼるというこ

とが可能かということを確認を求められたのですが、先ほど申し上げましたとおり、円借款な

り国際金融等業務で直前に我々が使ったスタディがジェトロプロファイであることというのは

あまりないのですね。そうすると、行内の文書を見ても、このプロジェクトのフィージビリテ

ィースタディは何だったのかと言われて、そこに書かれているものは、ジェトロＦＳの後さら

に詳細なレポートをむしろ書いてあって、さらにその前はジェトロＦＳだったかもしれない。

そこは実態として文書上追いかけられない。追いかけたくても追いかけられない。ですから、

178分の10というのは追いかけられた数という意味なんだろうと思うのです。その後、紆余曲

折を経て、ひょっとすると形を変えて円借款になっているかもしれないし、あるいはストレー

トに輸出金融に連れていっているかもしれない。ただそこはジェトロＦＳの段階と実際の融資

との間にかなり時間差や調査の精度を高めていくステップがあるものですから、直接のリンケ

ージがないケースがほとんどなので、どちらから行ってもつながってないのが今の実態なんで
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す。 

○清水部長 ＧＧベースでない案件にも関心がありますし、また、他の国の様々なファイナン

スで実施している案件がどれぐらいあるのかにも大変関心を持っているところです。しかし、

１対１対応をしないものですから、この案件は果たしてジェトロの調査でやった案件かどうか

という点がなかなか特定できないというのが正直なところでございます。 

○原科委員長 こういうことをやっておられるから、これからは何かフォローアップをきちっ

とやる工夫も必要になりますね。調査したところにはフォローアップを義務づけしてもらわな

いと。後は知らないというのでは困りますね。 

○清水部長 調査を実施された方にはこのフォローアップアンケートにも答えてくださいとい

うことをかなり強くお願いをしておりまして、回収率も非常に高くなっています。しかし、彼

ら自身にもわからない案件が相当あることが正直なところでございまして、現実問題としては

なかなか難しいのが実態でございます。 

○原科委員長 ほかにございますか。川村さん。 

○川村委員 簡単な事実確認だけなんですけれども、その10件のリストを出していただくとい

うことは可能なんですか。 

○岡崎委員 可能でしたよね。 

○原科委員長 具体的にちょっと見た方がいいですね、どんなことになっているのか。 

○清水部長 交換公文はオープンになっているはずでございます。ただし、我々の情報ではあ

りませんので、確認をいたします。 

○原科委員長 じゃそれは次回に出してくれますか。内容もわかるようにして。 

○岡崎委員 我々はどう見ているかという。多分その間にどこどこが受注した何とか調査とい

うのがあるかもしれませんし、あるいはＪＩＣＡの開発調査がかかっているかもしれないし、

ストレートに来ているということはあまりないと思いますね。 

○原科委員長 じゃ、今の件につきましてはそういうことで、できるだけ情報を集めていただ

いて、次の委員会で議論しましょう。 

 ほかにございますか。じゃ満田さん。 

○満田委員 同じ質問です。 

○原科委員長 じゃ吉田委員どうぞ。 

○吉田委員 今のこれまでの議論をしていて、やはり１つはＪＢＩＣあるいはＪＩＣＡという

タイトルは環境社会のガイドラインということを使っていて、現にＪＩＣＡとジェトロと違う

のはやはりＧＧという、そういうような決まりがあって、すなわちエンフォースメントがジェ
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トロに別にないという、そういうことだと思いますね。ＪＢＩＣですとじゃ融資しないよとい

う、ＪＩＣＡもじゃ支援をしないよ、ジェトロさんはどういうエンフォースメントがあるのだ

ろうという、そこは結構大きな意味があって、ある意味ではジェトロがガイドラインという言

葉を使っちゃうと、結構これは世の中にミスリーディングかもしれないという、僕の今の言っ

ているのは感想なんですけれども、それに絡んでいるとやはり、ジェトロさんはどこまでコン

トロールできるか。流れの中で、プロジェクトが生きていく中で、内部の中でどこまでやって

いく、いつもアドバイザリー機能しかないのか、どこでやるのか、その辺が少しすっきりしな

いと、なかなか難しいなということが今までの議論での感想です。 

○原科委員長 なるほど。ガイドラインという言葉はちょっとミスリーディングかもしれない

とおっしゃいました。私はそうも思いませんけれども、エンフォースメントという関係におい

てはそういう誤解を招くおそれがありますね。だからジェトロのそのプロファイル、これの役

割ですね、どんな役割として考えるか、そこをきちっと整理しておかないとまずいと思います

ね。そういう情報生産ということでストップですかね。 

○岡崎委員 吉田委員のおっしゃったことは私も前回申し上げたことです。既に世の中にＪＩ

ＣＡ、ＪＢＩＣのガイドラインがあって、具体的に業務を律しているわけですね。かつ具体的

なアクションをとる、あるいはチェックをするというものになっているので、ジェトロさんの

場合、アドバイザリー業務とそれから調査業務が仮に対象だとして、それを律するものをどう

いう名称にして、具体的にじゃジェトロとしてより望ましいものを求めるための強制力を持て

るのかどうかというようなことを考えると、もし吉田委員がおっしゃるとおり、そのこと、そ

れがガイドラインの意味するところだと世の中的に理解されていると、ジェトロがガイドライ

ンを作りましたというと、そういう受けとめ方をされる方はいるかもしれません。 

○原科委員長 じゃ、満田さんどうぞ。 

○満田委員 ガイドラインという言葉を考えたときに、外に示すガイドラインと、それからみ

ずからを律するためのガイドラインと、二通りあると思うのです。私はＪＢＩＣのガイドライ

ン策定時の初期の段階での研究会では、どちらかというと銀行内部といいますか、融資の意思

決定に当たってのガイドラインなのかなというふうに何となく自分では理解しています。ジェ

トロさんとしては、企業活動を促進するですとか、企業との接点が多くて、むしろ企業の方々

の企業活動をより持続可能なといいますか、環境社会に配慮したものに働きかけていくという

意味での、そういった意味合いがＪＢＩＣ、ＪＩＣＡに比べて強いのじゃないかと考えます。

もちろんＪＢＩＣ、ＪＩＣＡも相手国なり融資対象者に対して働きかけを行っていくというこ

とも重要と思うのですが。 
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 ちょっとうまく言い切れないのですが、中の意思決定を律するものと外への働きかけという

ものを考えたときに、ガイドラインというのは恐らく両方使えて、外への働きかけであっても、

方向性を示すという意味ではガイドラインという名称もいいのかなという気がしないではない

のですが。 

○原科委員長 そうですね、私はそんな感じがしたので、ガイドラインでもいいのかなと思い

ました。今おっしゃったように、ＪＢＩＣの場合は銀行内での業務に関するガイドラインとい

うことと、それから対外的にそういうメッセージを送ってそれに対応してもらう、両面ありま

すね。だからそれはあると思います。ジェトロの場合は、そのジェトロの案件形成関連調査の

結果がどれだけ次の事業化のときに強制力があるか、これはおっしゃるとおりで、直接的には

ないわけですけれども、でも案件形成調査のつくり方、調査の方向、こういうものに関してガ

イドラインがあってもおかしくないですよ。その意味では、そのガイドラインというのはそう

いうようなところで考えたらどうかなと思います。そのつくり方に対してジェトロの基準があ

れば、当然そのことが情報として伝わりますから、それぞれの企業とか調査会社も十分それを

配慮して、だんだん環境配慮が浸透していくのじゃないかと思います。 

 神崎さん。 

○神崎委員 別の点なんですけれども、いいですか。 

○原科委員長 どうぞ。 

○神崎委員 すみません、基本的なことなんですけれども、１つお伺いしたいのですが、審査

委員会ということについて、これまでもしもう話されているようであれば…… 

○原科委員長 いやまだ全然、きょうが初めてです。 

○神崎委員 審査委員会というものについてもう少し具体的に教えていただきたいと思ったの

ですけれども。 

○原科委員長 じゃ、ジェトロにおけるこの件に関する審査委員会についてご説明いただきた

いと思います。 

○清水部長 わかりました。 

 先ほどの、例えば３ページの地球環境調査のフロー図でいいますと、公募の締切りが７月28

日でございまして、審査委員会は９月７日です。その間、７月末から８月末、９月の頭にかけ

て内部で精査をいたします。特に公募要件を満たしているかを確認し、１つでも満たしてなけ

れば採択せずということにいたします。それからプロジェクトの重要性、効果、プロジェクト

の実現可能性、それから提案者の調査能力などを審査していくわけです。これは先ほどの公募

提案要領をご覧いただきますと、お分かりいただけると思います。例えば14ページ以下が個別
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案件表の本文でございますけれども、具体的にどんな提案者であって、どういう提案の中身な

のかを書くとともに、このプロジェクトの位置づけや、具体的な実現可能性について書くこと

になっており、これに沿って内部でチェックをいたします。ある程度事務的に整理した上で、

審査委員会にお諮りをして、いろいろ議論をしていただきます。これは通常の審査委員会と同

じだと思います。その過程で、環境配慮も項目にありますので、ご覧いただきながら、また全

体のバランスも見つつ案件を選ぶということでございます。点数だけではなくて、１国だけに

集中するわけにもいきませんので、国のバランスであるとか、そういったことも考えつつ、候

補を審査員の方に選んでいただくということでございます。 

 こういうざっくりしたご説明でよろしゅうございますでしょうか。 

○原科委員長 よろしいですか。ですから審査委員会、これは選考委員会と言い換えてもいい

ですね。案件をセレクションする。 

○清水部長 案件を選ぶ委員会です。 

○原科委員長 どんなメンバーから。 

○清水部長 オープンにしておりませんが、中立的な立場の大学の先生が地球環境と民活は５

人です。それから石油調査も大学の先生、それから石油関係の公的な組織体の方も入れて、こ

れも５人です。 

○原科委員長 外部の専門家に選考していただく。 

○清水部長 はい。 

○原科委員長 よろしいでしょうか。 

○清水部長 石油調査の委員会は６人でございました。失礼いたしました。 

○原科委員長 それで、吉田委員からの質問ですが、専門家の中に社会環境配慮の専門家は入

っているのですか。 

○清水部長 大学で環境の関係の講座を持っていらっしゃる方にも入っていただいております。 

○原科委員長 それぞれ。 

○清水部長 はい。ご専門の見地から選考をしていただいております。 

○原科委員長 選考の段階でそういう配慮がある。 

 じゃ続けてどうぞ。神崎さん。 

○神崎委員 同じ継続的な質問なんですけれども、この委員会の段階で、では基本的に情報の

ソースとなるのは、提案者から出されたこの案件表という、その他の情報というのも何かあわ

せてあるのですか。 

○清水部長 あります。 



－39－ 

○神崎委員 それともう１つは……。とりあえずそれで。 

○清水部長 基本的には申請書類をベースに見ていくわけでございますけれども、当然その裏

づけを取るという意味で、私どもジェトロの海外オフィスであるとか、関係機関の方に現地の

状況等を聞くという作業をジェトロが事務的にやっているところでございます。 

○原科委員長 今のご説明で審査委員会の定義はわかりました。 

○井上主幹 １点だけちょっと補足させていただきます。 

 審査委員会でございますけれども、案件を実際に見ていただくところの段階において、これ

は基本的にはそのプロセスをきちんとやっているかどうかというのを見ていただくのがメイン

でございまして、そのプロセスの中できちんと案件が採択されているかどうかというのをチェ

ックしていただく機関がございます。それで、先生方には一通り全部の案件を、ほとんどの案

件をご説明をさせていただくわけでございますけれども、全部の案件で先生方にマル・バツを

つけていただくということじゃなくて、きちんと我々が審査のプロセスというのを設けた上で、

そのプロセスにのっとって採択しているかどうかというのをご確認いただくという形がメイン

でございます。 

○原科委員長 わかりました。それで、環境社会配慮からいえば入り口のところをチェックし

ていただく。大事なのはこのプレファインド調査といいますか、調査の中身でどこまで環境社

会配慮をしっかりやったかということなんですね。その意味では、今の３ページのフローチャ

ートで、２月22日から内容の精査ってありますけれども、そこのところできちっとしたチェッ

クが必要だと思うのですよ。ここはもうジェトロの内部でやられるわけですね。だからそこの

ところの工夫が必要だと思います、これからの進め方としては。 

 ほかに何かございますか。どうぞ岡崎委員。 

○岡崎委員 先ほど申し上げたこととあるいは重複するかもしれないのですが、私の理解を申

し上げますと、いわゆるこういった調査ものというのは、やはりその制度そのものは、特に地

球環境・プラント活性化事業等調査は、ここにもはっきり書いてありますけれども、制度その

ものの狙いはやはり円借款へ結びつけたいというのが調査の狙いです。それは、円借款が規模

が拡大するに伴って調達が一般アンタイドで日本企業はなかなか受注できない。いろいろな理

由があって、為替の問題とか価格の問題とかあって、なかなか日本企業が受注できない。一方

で日本企業を特別扱いするわけにはいかない。そうすると、できることは何かというと、予算

からその調査に必要なお金を確保して、将来の案件形成でかつ日本企業が得意とするようなも

の、あるいは日本企業が追いかけているようなものを、案件の準備をさせるところを政府とし

てお手伝いしましょうということで始まった制度なんですね。入札のところで日本企業を特別
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扱いしたら、これは手が回ってしまう世界なので、そういうことはもともとはあったのだと思

います。ですから、やはり税金が投入されている円借款であり、調査だと思いますので、狙い

は円借款に結びつけるということだと思います。ただこの調査の完了をもって、じゃこれでＪ

ＢＩＣさんすぐに円借款つけてくださいということじゃなくて、当然プロセスとしてはまず相

手国の確認ということもありますし、それから何より調査そのものの精度というものが直ちに

借款を供与するだけのものにはなってないということで、それはもう制度もそういうことを想

定していますし、与えられている予算もそういうものだということだと思います。ただ案件の

形成に民間企業のノウハウを活用したいということででき上がった制度なんだろうと私は理解

しております。その点だけ。 

○原科委員長 その意味でいいますと、先ほど申し上げたように調査報告書の中でこれからは

環境社会配慮を十分やっておかないと、今のような国際的な競争の場でも勝てないのだと思い

ます。それが不十分だとそれで落っこっちゃうということだと思います。 

 ほかにご質問ございますか。松本委員どうぞ。 

○松本委員 １つは、石油特会の方はともかく、ＯＤＡで出ている方ですけれども、これはＯ

ＤＡ大綱をリファーするのかどうか。例えば12年度ぐらいに、ミャンマーの案件がありますけ

れども、ＯＤＡ大綱上いろいろと毎年外務省が書いている国ですけれども、こういう国に対す

る事業の場合、ＯＤＡ大綱をリファーされているのかというのが１つ目の質問。 

 ２つ目は、報告書は一体だれに出しているのかということであります。当該国政府あるいは

何か実施機関に出すのか、日本語だけでつくってジェトロのライブラリーに入るだけなのか、

この報告書は一体どこへ行くのかというのが２つ目です。 

 それから３つ目は、どこまで経産省によって決められているのかを教えてほしいです。例え

ば4,500万円というのはもう決められていて、案件数も決められているのか、それともじゃ総

額10億円で、例えば１件あたりを２億円にして、年間５件に変えるということは、受託者側で

できるのかどうか。どこまで経済産業省は決めているのかということが３つ目です。 

 最後に、私も幾つか見ている中で、調査期間って結構やはり短いのですけれども、私のよう

などちらかというと一般的な水準で生活をしている者からすると、4,500万円とはいえ、現地

調査をしている日数が２週間程度というものもある。２週間現地に行って4,500万円ってちょ

っとおいしいなと逆に思ってしまうわけですね。ですので、4,500万が低いという話しか出て

きてないのですけれども、しかし実際にやられている調査と比較して結構既存文献のレビュー

が多いですし、本当に4,500万円が低いのかどうかというのもちょっとよくわからない。そう

いう意味で、一体どのぐらいこの調査というので現地踏査とかをされているのか、どういうふ
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うにジェトロが把握されているのかというのが４点目です。 

○原科委員長 ちょっと多かったですけれども、順番にお答えいただけますでしょうか。 

○清水部長 ４点ご質問をいただきました。１点目のＯＤＡ大綱との関係ですが、ＯＤＡ大綱

自身を直接リファーする形で、例えば公募要領などには書いてございません。しかし、今お手

元に配布した地球環境調査の公募要領の中に、なかなか分かりにくいのですけれども、３ペー

ジの上の注の２でございますけれども、「国によっては債務削減実施等の事情で当面実質的に

円借款等の供与が不可能な国もあるのでご注意ください」という表現で記述をしてございます。

実質的に幾つかの国についてはプロジェクトの対象から外れるということになっているところ

でございます。 

 それから、２つ目の、報告書をどこに出しているのかというご質問と、何語なのかというご

質問です。報告書は日英の両方で作成をお願いしてございまして、それが提出されてまいりま

す。 

その報告書は、これは受託事業でございまして、著作権は国に所属しますので、私どもは国に

納付しております。ただし、公開をするために、私どもの図書館に報告書を置かせていただく

許可を頂戴しまして、皆様が閲覧できるようにしてございます。それから国会図書館にも納め

ますので、そこでも見ることができると思います。 

 それから、英文の報告書は、調査実施企業が経済産業省の許可を取って、現地の関係機関に

お届けしているというふうに理解しておりますが、これは必ずしもルールがあるわけではござ

いませんので、様々なケースがあるかと思います。 

 それから、３番目のどこまで経産省は決めているのかというご質問でございます。基本的に

経産省の公募要領の中に相当細かく書き込んでございます。これは私どもの公募提案ではなく

て、経産省の公募要領の中に書き込んでございますので、その枠を外れることはなかなかでき

ないということでございます。 

○松本委員 公開していますか。 

○清水部長 経済産業省のウエブの中に公開されています。 

○井上主幹 その中で額も書いてあります。１件当たりの額。 

○清水部長 ですから予算額も決まっていますし、おおよそこれぐらいという案件毎の上限が

見えていれば、案件数もおのずとわかる、というものでございます。 

 それから、４番目は…… 

○原科委員長 金額に見合うことをやっているかということですね。 

○井上主幹 調査の具体的なものにつきましては、お聞き及びのとおり、案件によって大分異
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なりまして、今ご指摘ありましたように、本当にその２週間ぐらいしか現地に行けないものか

ら、場合によっては、契約の期間、今回は本当に数カ月、短いわけでございますけれども、そ

の間に実際の調査員が１月半とか２月近くにわたって現地に行っているケースもございまして、

そういったものの人件費を基本的に積み上げた形で、その範囲の中で積算をさせていただいて

おります。ですので、個別の案件ごとに採択をさせていただいた後で、その後本当に現地でか

かる経費もございますとか、人件費でございますとかというのを、個別の人ごとに算定をさせ

ていただいておりますので、そういった意味では今ご指摘ありました調査の、海外の調査が短

いから額が減るという、必ずしもそういうわけではないのですが、実際の国内での調査にあて

られてございますとか、場合によったら、国によってはちょっと外部にいろんな参考資料を集

めてもらうとか、そういった経費がかかる場合もございますので、個別のケースごとに委託金

額を算定させていただいているという状況でございます。 

○原科委員長 どうもありがとうございます。 

 予定時間がもうしばらくになりましたので、そろそろ切り上げますけれども、きょうは最初

にＪＢＩＣのガイドラインのご説明をいただきました。ＪＢＩＣは借入人が行った環境社会配

慮に対して、これを確認するということですね。その意味ではジェトロの場合にもやはりこの

調査報告書に対してその中で環境社会配慮をちゃんとやったかどうか、そういう確認する役割

だと思います。ですから、先ほどのフローチャートでは最後の方の段階で、例えば３ページで

すと２月22日から内容の精査とありますけれども、恐らくその辺の段階で環境社会配慮をしっ

かりやったかを確認することが１つ大きな役割だと思いますので、その辺のこともこれからき

ちんと議論したいと思います。 

 今日は、これで終わりにいたしますけれども、何か事務局からございましょうか。次回のこ

とはどうしますか。 

○事務局（植田） 次回でございますけれども、今委員の皆様、一部幹部の方のご都合をお伺

いしておりますが、２月14日、15日あるいは22日のあたりを今候補に考えておりますので、ま

た個別にご連絡をさせていただきまして、皆様の一番たくさん出ていただける日に設定をした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○原科委員長 それでは、次回は２月14日、15日あるいは22日という中から選ばせていただき

ます。それとあと、３月には２回ぐらい開くかもしれませんので、そんなようなことでお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。では、きょうはこれでよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

午後 ４時５７分閉会 


